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２．技術規則 

 

技術規則に関する改訂は、競技参加者に対する公平の維持のため、いつでも行うことがで

きる。 

 

プラクティス中：モーターサイクルが技術規則に準拠していないことがプラクティス中ま

たはプラクティス後に判明した場合、当該ライダーには、次大会においてライドスルー、

次大会におけるグリッド位置の降格、失格、選手権ポイントの剥奪等が科される場合があ

る。 

 

レース後：モーターサイクルが技術規則に準拠していないことがレース後に判明した場合、

当該ライダーはタイムペナルティーまたは失格とされる。 

 

2.1   序論 

2.1.1 ＦＩＭロードレーススーパーバイク・スーパースポーツ世界選手権及び FIM スーパ

ーストックカップで使用するモーターサイクルは、米国、ヨーロッパまたは日本の

いずれかの地域において一般公道用車両として認可された車両とする。 

 

当該年の第3戦までに上記3地域の正規ショップまたはディーラーより一般的な量

販経路を介して一般の人たちが入手できる車両が残りの選手権でも使用する事がで

きる。 

 

2.2    クラス 

2.2.1 スポーツ・プロダクションクラスはエンジン排気量によって指定される。 

 

2.3 一般的なアイテム 

2.3.1 材質 

     フレーム、フロントフォーク、ハンドルバー、スイングアーム、スイングアームス

ピンドル、およびホイールスピンドルにチタニウムを使用することは禁止される。

ホイールスピンドルに関しては、軽合金の使用も禁止される。チタニウム合金製の

ナットとボルトの使用は許可される。 

 a）サーキットで実施されるチタニウム・テスト： 磁気テスト（チタニウムは磁 

気ではない） 

b）３％の硝酸テスト（チタニウムは反応しない。金属がスチールである場合、硝酸

液は黒い点を残す） 
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c）当該パーツの重量を計り、水の入ったメジャー付きグラスに入れて質量を測定す

ることによって、チタニウム合金の特定質量４．５－５、スチールの特定質量

7.48 を確かめる（インテーク・バルブ、ロッカー、コンロッド等）。 

d）論議が生じた場合、材質テスト研究所においてテストが実施される。 

 

2.3.2 ハンドルバー 

露出したハンドルバーの先端には、固形金属が埋め込まれる、またはゴムで覆われ

なくてはならない。 

 

中心線、または中心の両側に対するハンドルバーの最低回転角度は、ソロ・モータ

ーサイクルに関して 15°とする。 

 

ハンドルバーがどのような状態にあっても、フロントホイール、タイヤ及びマッド

ガードは、最低１０ｍｍの間隔を維持していなければならない。 

 

フルロック状態の時に、ライダーの指が挟まれないようにするために、レバーのつ

いたハンドルバーと燃料タンクの間に最低３０ｍｍのクリアランスを確保する目的

で、固定ストップ（ステアリング・ダンパー以外）が装備されなくてはならない（図

Ａ，Ｂ，Ｃ）。 

 

軽合金製ハンドルバーを溶接修理することは禁止される。 

 

合成素材のハンドルバーはどのクラスにおいても禁止される。 

 

2.3.3 コントロールレバー 

全てのハンドルバー、レバー（クラッチ、ブレーキなど）は、原則として先端がボ 

ール状（このボールの直径は最低 16mm とする）となっていなくてはならない。こ 

のボールは平らでもよいが、どのような場合においても先端は丸められなくてはな 

らない（平らな部分の厚みは最低 14mm とする）。この先端部分は常時固定された 

ものとし、レバーと完全に一体となっていなくてはならない。 

 

各コントロールレバー（フットレバーおよびハンドレバー）は、それぞれ別個 

のピボットに設けられなくてはならない。 
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ブレーキレバーがフットレストの軸に設けられる場合、どのような状況において 

も作動できなくてはならない。例えば、フットレストが曲がった、あるいは変形し 

たというような状況においても作動できなくてはならない。 

 

2.3.4 ホイール及びリム（表１を参照） 

１ マニュファクチュラーが提供した状態の一体型ホイール（鋳物、成形、リ

ベット）のリム、またはスポーク、あるいは典型的な分離式リムに関して、

スポーク、バルブ、または安全ボルト以外のものを改造することは禁止さ

れる。ただし、リムに関係してタイヤが動いてしまうのを防ぐために使用

されることもあるタイヤ・リテンション・スクリューは例外とする。この

目的でリムを改造する場合、ボルト、スクリューなどが装着されなくては

ならない。 

２ リムウォールのサイズは、ＥＴＲＴＯに基づいて，ホイールリムの内側の

フランジ壁で測定される。 

     

    2.3.5  タイヤ 

タイヤは公認車両のものから変更することが出来る。 

 

公式サプライヤーから大会時に供給されたタイヤのみ使用が認められる。 

 

トレッドパターンは、タイヤを製造する際にマニュファクチャラーによって作られ

るものである。 

 

安全性の観点から、レース前の車検の時点で、パターン全域に関するタイヤ・トレ

ッドの深さは最低２．５ｍｍとする。 

 

レース前の車検の時点で、トレッドの深さが１．５ｍｍ以下のタイヤは、トレッド

なしのタイヤとみなされ、スリックタイヤに適用される規制が適用される。 

 

スリックタイヤの表面には、１２０°、あるいはそれ以下の間隔で３個以上の孔（く

ぼみ）が開けられる。これはタイヤの中央部、およびショルダー（肩）部の磨耗の

限界を示すものである。タイヤの異なる部分における孔が最低２個磨耗している場

合、そのタイヤをそれ以上使用することはできない。 

 

2.3.6 タイヤウォーマーの使用が認められる。 
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2.3.7 タイヤの使用 

 競技参加者は、大会中、公式サプライヤーから配布されたタイヤのみ使用すること

が出来る。 

 

 各大会において、全てのタイヤは同品質のコンパウンド及び同一製品でなければな

らない。 

 

 使用される全てのタイヤは、製造過程において公式サプライヤーによる色別マーキ

ングか番号管理システムが施され、簡単に判別できるものでなければならない。 

 

公式サプライヤーがタイヤサンプルを FIM スーパーバイクテクニカルディレクター

に提出する場合、マーキングに関する説明及びタイヤの異なったタイプの仕様につ

いて書面で提出しなければならない。 

 

 ＦＩＭスーパーバイクテクニカルディレクターは公式サプライヤーに対し、公式プ

ラクティスのスタート前日にタイヤサンプルを提出する事を要請する事が出来る。

プラクティス開始後に公式サプライヤーによるトレッドパターンへの如何なる変更

も認められない。 

 

 フリープラクティス、クォリファイ・プラクティス（スーパーバイクにおけるスー

パーポール）、ウォームアップ・セッション（スーパーストックでのレース）の間、

マーキングされたフロント・リヤタイヤ以外を装着した車両のトラックへの進入は

認められない。（事項 2.4.7、2.5.7、2.6.7 参照） 

 

 FIM スーパーバイクテクニカルディレクターは、彼の判断により、サンプルタイヤ

と 1 名またはそれ以上の参加者のタイヤと交換することを要求することが出来る。

交換されたタイヤは彼の管理下におかれ、その他参加者のものと交換することも出

来る。 

 

 管理されたセッション中は、適切な識別マークが各タイヤの左側に施されていなけ

ればならない。 

 

 一大会のみのマーキングされたタイヤはタイムド・プラクティス時及び他のイベン

トの決勝レースで使用することは出来ない。 
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2.3.8 バラスト 

最低重量を満たすためのバラストの使用が認められる。事前検査時にＦＩＭスーパ

ーバイクテクニカルディレクターに対し、バラストの使用について申告しなければ

ならない。 

 

バラスとは硬い金属製のものとし、強固かつ確実に最低２つのスチールボルト（最

低直径 8 ㎜ 8.8 グレード以上のもの）でアダプターを使用するか直接メインフレー

ム又はエンジンに固定されなければならない。 

 

燃料タンク内の燃料もバラストと考慮することが出来る。如何なる場合においても、

計測重量は最低車両重量を下回ってはならない。 

 

2.3.9 エンジンシーリング(封印) 

   a) 選手権シリーズを通じてライダーが使用できるエンジンの総数は“割り当てられ

  た数”に制限される。パーマネント（契約）ライダーが選手権シーズン中にチ

  ームを変更する場合も、その数は変更されないが、特別な状況においてはレー

  スディレクションによって再度検討される。 

   b) 選手権シリーズを通じてチームが使用できるエンジンの総数は、各パーマネン

  ト（年間）エントリーに割り当てられた数とする。シーズン中にパーマネント

  ライダーの変更または代理ライダーとなる場合、チームに割り当てられるエン

  ジンの数の変更はなされない。シーズン途中に新たなチームが加わる場合に割

  り当てられるエンジンの数は残りの開催数につりあった数とする。 

   c) ワイルドカードライダー（1 大会のみ参加のライダー）は当該大会中、２基の封

  印エンジンを使用することが出来る。同じライダーがほかの大会にワイルドカ

  ードで参加する場合、追加の１基が加えられる。更にエントリーする場合、当

  該ライダーまたはチームはパーマネントエントリートみなされる。 

   d) シーズン中に、開催数が変更となる場合、スーパーバイク委員会が招集され、

  割り当てられるエンジンの数を決定する。 

   e) チームまたはライダーが、シーズン中に割り当てられた以上の数のエンジンを使

  用した場合、ペナルティーが科される。（事項 1.21.21 参照） 

   f) FIM テクニカルディレクターまたは彼が任命するスタッフには、エンジンに関す

  る全ての変更点が報告され、常に現在使用されているエンジンについて知識が

  なければならない。 

   g) 各大会中に使用できるエンジンの数は、残りの割り当て数とする。 

   h) 各エンジンは、FIM スーパーバイクテクニカルディレクターまたは彼の任命す

  るスタッフによって大会に使用される前に封印される。 
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   i) エンジンはピットレーン出口ラインを通過してからペナルティーを受けずに封  

 印を解かれるまでの間、使用中または作動中と判断される。 

   j) エンジンは、シャーシに搭載されていない時にのみ封印される。 

   k) 封印には記録される通し番号が記載される。 

   l) 封印を取り除こうとすると、修復できない状態となる。封印を解除できるのはサ

  ーキットでテクニカルディレクターまたは彼の任命するスタッフの管理下にあ  

  る時のみとする。 

     m) 破損または損傷を受けた封印は、もしエンジンが使用されていた場合、ライダー

 へのシーズン割り当て分とされる。 

   n) チームは、使用する前にエンジンの封印を要請しなければならない。 

   o) 以前に封印されたエンジンは、補修またはリフレッシュされたエンジンは新規エ

 ンジンと考慮され、そう割り当て数の一つとされる。 

     p) エンジンの封印は、耐用年数の満了または補修が必要な場合、テクニカルディレ

 クターまたは彼の任命するスタッフの前で解除される。封印を解除する時、テク

 ニカルディレクターは、当該エンジンが当該クラスの規則に合致しているかどう

 か確認するために分解を要請する場合がある。 

     q) クランクケースの封印は、修理、交換またはクランクケース、コネクティングロ

 ッド及び/または関連するベアリング、ピストン、ピストンピンまたはピストン  

 リングの調整が出来ないものでなければならない。 

     r) シリンダー、シリンダーヘッド及びヘッドカバー/カムカバーは、修理、交換また    

 はシリンダーヘッド、バルブ、バルブシートまたはその他修理またはバルブとラ

 インへの作業を行わせないために封印される。 

     s) カセットギアボックスドア及び/またはクランクケースは、使用されるギアボック

 スの管理のため封印される。 

   t) 左右のエンジンサイドカバーは、ACG、クラッチシステム、ウォーターポンプま     

     たはその他このカバー下にあるアクセサリーシステムの修理または調整のため封

 印されない。 

     u) エンジンが規則に準拠していないことが判明した場合、科されたペナルティーは、

 そのエンジンが使用された各大会にさかのぼって適用される。 

   v) 封印のスケジュール（封印解除） 

 ⅰ）木曜 10 時～18 時 

 ⅱ）金曜 9 時～18 時 

 ⅲ）土曜 9 時～18 時 

 ⅳ）最初のウォームアップ開始 10 分前～16 時 
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2.3.10 エンジンインスペクション 

 a) エンジンが封印解除された場合で、抗議またはテクニカルディレクターの指示

   で分解され、抗議対象部分が規則に準拠していることが判明した場合、チーム

   には、リビルトエンジンへの再封印または新規エンジンのために追加の封印が

   割り当てられる。 

 b) FIM テクニカルディレクター、レースディレクションまたはパーマネントオフ

  ィシャル（FIM スチュワード）は、それが上記規則に違反していると思われる

  場合、如何なる技術的抗議も保留する権利を有する。当該エンジンは、耐用期

  間後に分解される。 

 c) エンジン耐用期間を経過した時点でテクニカルディレクターは、当該エンジン

  が規則に準拠していたか確認のために分解するかどうか決定する。 

 d) もし、エンジンが開けられていたり、封印が解除されていたり、またテクニカ

  ルディレクターまたは彼の任命するスタッフによって封印が解除され技術違反

  が判明した場合、当該ライダーは当該エンジンを使用したレース全てで失格と

  なる。ライダーの選手権ポイントは剥奪され、マニュファクチャラーポイント

  も同様に剥奪となる。 

 

2.3.11 タイムキーピング装置 

すべての車両には正しい位置にタイムキーピング用トランスポンダ―が装備される。

トランスポンダ―は、公式計時員によって承認され、車両の通常スイングアームピ

ヴォット近辺の車両の縦軸に沿って、車両の左右どちら側でもよく、カーボンボデ

ィーワークの影響を受けないよう可能な限り低い位置に装着される。 

 

正しくトランスポンダ―ブラケットを装着するには、最低タイラップ、ネジまたは

リベット止めで装着されることが推奨される。 

トランスポンダ―はプラクティス、レース時の如何なる場合も作動し、それはエン

ジン停止状態でも作動しなければならない。 

 

2.3.12 ワイルドカードの技術仕様 

   ワイルドカードは、公認構成部品リストに記載されていない構成部品を使用したマ    

   シンを使用することが出来る。使用パーツは、エントリー時点でスーパーバイクテ    

   クニカルディレクターに申告されなければならず、それは、一般に入手可能なもの 

   でなければならない。それらパーツは規則で認められているパーツト同等またはそ   

   れ以下の性能のものでなければならない。如何なるファクトリーパーツの使用も認 

   められず、テクニカルディレクターの適正に関する判断が最終のものとする。 
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2.4 スーパーバイク技術規則 

本規則は、安全性、研究、および開発の目的でいくつかのパーツを改造、または置換する

自由を与えると同時に、コストとパワーを抑制するための制限を設けるものである。 

 

本規則に明記され、許可されたこと以外は厳禁される 

 

パーツまたはシステムが本規則の如何なる条項にも明記されていない場合、禁止される。 

スーパーバイク・モーターサイクルにはＦＩＭの認証が必要とされる。（付則スーパースト

ック、スーパースポーツ、スーパーバイク車両公認手順参照）全てのマシンは自然吸気式

でなければならない。ＦＩＭ認証の手順すべてのモーターサイクルは、認証されたマシン

にすでに装備されているものを除き、すべての点で技術規則に明記されているロードレー

スの条件に適合しなくてはならない。 

 

車両が公認された後、当該車両は適用クラスに最大８年間使用することが出来る。または

当該車両が新たな規則または当該クラスの技術仕様の変更等により公認を取り消させるま

での期間。 

 

スーパーバイク・モーターサイクルのフロント、リヤ、および側面からの外観は、（別記さ

れない限り）原則として認証された形状（本来マニュファクチュラーが製作した形状）に

合致しなくてはならない。エキゾーストシステムの外観は本規則から除外される。 

 

2.4.1 車両の仕様 

本規則に明記されていない全てのパーツはマニュファクチャラ―が認証用に製作

した状態でなければならない。 

 

 

2.4.2 エンジン形状及び排気量 

 下記のエンジン形状がスーパーバイククラスを構成する。 

 750 ㏄以上 1000 ㏄まで ４ストローク ３、４気筒 

 850 ㏄以上 1200 ㏄まで ４ストローク ２気筒 

 

排気量、ボア及びストロークは公認時のサイズが維持されなければならない。 

 

2.4.3.1 数種類の車両バランスの基本理念 

 異なるエンジン特性を持つ車両のパフォーマンスの均一化の為、車両パフォーマ

 ンスによって最低車両重量及びエアリストリクターを適用する。 
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 このハンディキャップは、1200cc2 気筒車両に限定される。 

 

 新たな２気筒車両は、FIM スーパーバイク世界選手権競技会における初めの２年

 間に性能が証明されるまで数種類の車両バランス基本理念に該当しない。最初の

 年に新たな２気筒車両がドライコンディションで優勝した場合、２年目のスター

 ト時にはリストリクター対象となる。 

 

 エアリストリクターハンディキャップは、事項 2.4.3.4 に記載されているとおり

 吸気ポートサイズは、エアリストリクターによって制限される。このエアリスト

 リクターの直径サイズの変更は、事項 2.4.8.1.3 に明記されている関連条項に従

 って、2mm 単位で行われる。 

 

 各レースシーズンは前シーズンの終了時点と同等のバランスレベルとする。 

 

 スーパーバイク委員会は、より公平なものとするためにいつでもハンディキャッ

 プを改定する事ができる。 

 

2.4.3.2 バランス計算 

 １．3 大会終了後、各マニュファクチャラ―のトップ 2 名のライダーのポイント 

   を加算し、1000 ㏄ 4 気筒のトップ及び 1200 ㏄ 2 気筒のベストマニュフ

   ァクチャラ―が決定される。 

 

 ２．各レースにおいて指定された 1000 ㏄ 4 気筒及び 1200 ㏄ 2 気筒マニュフ 

   ァクチャラ―のライダーのポイントによって大会毎に平均が算出される。：イ

   ベントアベレージ 

 

   指定されたマニュファクチャラ―から 1 名しかレース完了者がいない場合、

   イベントアベレージは各レースにおける指定マニュファクチャラ―のトップ

   ライダーによる大会平均が計算される。 

 

   ひとつの指定マニュファクチャラ―から一人もレース完了者がなかった場合

    イベントアベレージは算出されない。その場合、当該イベントの他クラスの

   競技結果を基準に算出される。 

 

   もし、どちらのレースでも指定マニュファクチャラ―からレース完了者がい

   ない場合、そのレースは無効とされる。 
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    ３．ウェットレース（レースディレクターによって宣言された場合）は、イベン   

      トアベレージの対象とはならない。 

 

2.4.3.3 １２００㏄２気筒のエアリストリクター 

 申請： 1200cc2 気筒車両のみエアリストリクターが装備される。最初に取り

  付けられるエアリストリクターサイズはφ50mm 相当の円形エリア 

  とする。事項 2.4.3.4 にあるとおり、必要に応じてエアリストリクター

  サイズの調整が選手権中に行われる。 

  直径 2mm と同等または同等の円形エリアの変更、φ52mm とφ46 

  ｍｍの間（無＜＞φ52mm＜＞φ50mm＜＞φ48ｍｍ＜＞φ46ｍｍ） 

  

 定義： エアリストリクターは、不変コントロールセクションの管とともに金属

  製で、インダクションダクトのキャブレーションインストルメント（ス

  ロットルボディー）とシリンダーヘッドの間に設置される。コントロー

  ルトラクトの長さは最低３ｍｍとする。如何なる空気及び/あるいは空気

  と燃料の混合気もエンジンに直接でなく、リストリクターを通さなけれ

  ばならない。如何なるフュエルインジェクションシステム（インジェク

  ター、ニードル、スライド等）もリストリクターを超えてはならない。 

 

  マニュファクチャラ―は、エアリストリクターの直径確認のためのプラ

  グキャリバー（ゲージ）を 10 セット（Φ52、Φ５０、Φ４８、Φ４６）

  FIM に供給しなければならない。 

 

 マニュファクチャラ―は円形でないリストリクターを使用する場合があるが、こ

 のエアリストリクターのエリアは、通常のリストリクターと同等とする。この場

 合、マニュファクチャラ―は、車検時に確認するためプラグカリバー（ゲージ）

 を 10 セット FIM に供給しなければならない。 

   

 FIM はまたマニュファクチャラ―に対しエアリストリクター各サイズのカットセ

 クションを要求する場合がある。 

 

2.4.3.4 エアリストリクターの調整 

エアリストリクターの最低サイズは円形エリア直径の相当の 2mm 単位で増減さ

れ、以下の手順が適用される 
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１． 1000 ㏄ 4 気筒マニュファクチャラ―のイベントアベレージの平均地の

差が事項 2.4.3.2 に記載されてあるとおり 5 ポイントを超える場合、 

及び 

1000 ㏄ 4 気筒車両のライダーがＦＩＭスーパーバイク世界選手権ラン

キングの当該時点でリードしている場合： 

 

1200 ㏄ 2 気筒全ての車両のエアリストリクターサイズが 1 サイズアッ

プされる、または、最終段階としてエアリストリクターが取り外される。 

 

２． 1200 ㏄ 2 気筒マニュファクチャラ―のイベントアベレージの平均値が

 事項 2.4.2.2 にあるとおり 5 ポイント以上となった時 

 

1200 ㏄ 2 気筒車両のライダーがＦＩＭスーパーバイク世界選手権ラン

キングの当該時点でリードしている場合： 

 

最初の 1200cc2 気筒のエアリストリクターサイズが 1 サイズ小さくな

りΦ46ｍｍ（1661.9m ㎡）となる。 

 

エアリストリクターサイズがアップデートされない場合、さらに 3 戦の結果が考

慮され、最後のエアリストリクターサイズのアップデートからの平均値のポイン

ト差が 5 以上となるまで、新たなイベントアベレージの平均値が計算され、6 戦

以上（3 の倍数）が適用される。新たなイベントアベレージの平均値が 6 戦以上

（3 の倍数）で算出される場合、最後の最低重量アップデートからの平均値のポ

イント差が 5 以上となるまで算出される。 

 

ＦＩＭスーパーバイクテクニカルディレクターは、イベントアベレージの平均値

が計算される大会の終了から 24 時間以内（当該大会最終審査委員会後）に、全

てのチームに起こりうるエアリストリクターサイズ調整について通達しなけれ

ばならない。新たなエアリストリクターサイズ調整は、次の大会から適用される。 

 

2.4.4  最低車重 

2.4.４.1 最低重量は、 

 全車両  168Kg 

  

 イベントのいかなる時においても、マシン全体の車重（燃料タンクを含む）は、

最低車重以下であってはならない。 
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 車両の最低重量に関する許容誤差は設定されない。 

 

 各レース終了後の最終車検時に、選ばれたマシンの車重が、レースを終えた状態

 で測定される。最終車両検査における車両は、レースを終えた状態で車重規定に

 合格していなくてはならない。すなわち、車両には、水、オイル、または燃料を

 含む一切のものを追加することができない。この規則にはすべての液体（オイル、

 燃料等）も含まれる。 

      

プラクティス、およびクォリファイセッションの際に、マシンの車重検査を受け

るようライダーに要請が出されることもある。全ての場合において、リアだ―は

この要請に従わなければならない。 

 

最低重量を満足するため及びハンディキャップシステムのためにバラストを使用

することが認められる。バラストの使用と重量ハンディキャップは事前車検時に

スーパーバイクテクニカルディレクターに報告されなければならない。 

 

2.4.5 ナンバーとナンバープレート 

スーパーバイクのナンバープレートにおける下地の色と文字（数字）の色は、白地

に黒文字とする。 

 

すべてのフロントナンバーの寸法は： 最低高 ：   140ｍｍ 

                          最低幅 ：   80ｍｍ 

                     数字の最低の太さ：  25ｍｍ 

      文字間の最低幅：   10ｍｍ 

すべてのサイドナンバーの寸法は：    最低高 ：   120ｍｍ 

                            最低幅 ：    70ｍｍ 

                         数字の最低の太さ：   20ｍｍ 

      文字間の最低幅：   10ｍｍ 

 

ライダーに割り当てられたナンバー（及びプレート）は、下記のとおりマシンに

表示されなくてはならない。 

a) フロントには１ヶ所表示される。これはフェアリングの中央、または左右ど

ちらか側に若干寄せる。数字は白地中央に位置し、その周囲 25ｍｍは如何な

る広告も禁止される。 

b) 車両の両側面または車両のロワーフェアリングの下部後方が推奨される。 

  数字は白地中央に位置していなければならない。 
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  これに関する如何なる変更も第 1 戦の最低 2 週間前までにスーパーバイクテ

   クニカルディレクターの事前承認を必要とする。 

c) ナンバーは、事項２に明記しているフォントを使用しなければならない。こ

   のフォント、ナンバーのデザイン及びレイアウトを使用していないいかなる

   ナンバーも第 1 戦の最低 2 週間前までにスーパーバイクテクニカルディレク

   ターの事前承認を必要とする。全ての数字はスタンダード様式でなければな

   らない。 

d)  如何なる輪郭（縁取り）も対照色とし、最大３ｍｍとする。バックグラウン

   ドの色はナンバーの周囲（輪郭含む）で明確に識別できなければならない。

   蛍光色またはミラータイプのナンバーは認められない。 

e) ナンバーはオーバーラップ（重複）してはならない。 

 

ナンバーの視認性に関して論議が生じた場合、ＦＩＭスーパーバイクテクニカル

ディレクターの決定が最終的なものとされる。 

 

2.４.6 燃料 

すべてのエンジンは、最大鉛含有量 0.005ｇ／ｌ（無鉛）および最大ＭＯＮ９０

の通常の無鉛ガソリンで作動しなくてはならない（完全な燃料仕様に関しては事

項 2.7 も参照）。 

 

2.4.7 タイヤ 

a) 各大会における各ライダーが使用できるタイヤの数は、いかなるタイプも最   

  大 24 本（フロント 11 本、リア 13 本）とする。 

b) 最大 13 本のタイヤは各ライダー用に常に装備しておくことが出来る。 

 c) 大会で使用するタイヤには、FIM スーパーバイクテクニカルディレクターが指

   定した番号が明記された粘着ステッカーでマーキングされる。 

 d) スーパーバイクレースにおいて、ウェット及びインターミディエイトはタイ

   ヤステッカーのマーキングは必要とされない。これらのタイヤはタイヤの使

   用本数には含まれない、しかし、タイヤ供給本数には含まれる。 

 e) スーパーポール１からスーパーポール２に進んだ 2 名のライダーには 1 本の

   リアタイヤが追加される。（リア 15 本、合計 25 本となる） 

 f) タイヤステッカーは、前日の最初のプラクティス後に、その使用に関する責任

   を有するチームに対し密封された封筒に入れられ配布される。 

 g) ステッカーはタイヤの左側サイドウォールに貼付されなければならない。 

 h) 公式ステッカーの無い車両を使用した場合、適切な対応を取るレースディレ

   クションに速やかに報告される。 
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    i)  第 3 プラクティス終了後、タイヤサプライヤーは全てのライダーに対して 1   

   本のクォリファイ用タイヤを配分する。 

 j) クォリファイ用タイヤはスーパーポール２でのみ使用される。 

 k) スーパーポール１のライダーは、くおりふぁい用タイヤを使用することは出来

   ない。スーパーポール２に参加するライダーのみ割り当てられたクォリファ

   イタイヤを使用することが出来る。スーパーポール２に参加しないライダー

   の未使用のクォリファイ用タイヤは、タイヤサプライヤーに返還されなけれ

   ばならない。 

 l) スーパーポール１においてクオリファイ用タイヤが使用された場合、ライダ      

  ーはクォリファイタイムを抹消され、グリッド後方からスタートしなければ   

  ならない。 

 m) 如何なる改造または処理（カッティング、グルービング等）も禁止される。 

 n) 大会開始時に、公式サプライヤーは、ＦＩＭスーパーバイクテクニカルディ

   レクターにより当該大会に使用する各タイヤのタイプ毎に 4 本づつのサンプ

   ルを提出する事が要請される場合がある。 

o) 各選手への割り当ては、タイヤ供給会社代表、チーム、ライダーも関与しな    

  いところで、無作為に行われる。このタイヤには個々に識別され、チームメー 

   トを含むライダー間の交換が出来ないようにされ、指定後はタイヤ供給会社も   

   レースディレクションの許可が無ければ変更することが出来ない。 

 p) 例外的ケースを除き、ステッカーが損傷したり、誤使用をした場合、ＦＩＭ

   スーパーバイクテクニカルディレクターの独断により最大 2 枚の追加のステ

   ッカーを与えることが出来る。しかし、損傷のあるステッカーまたは申請さ

   れたタイヤが無傷のままＦＩＭスーパーバイクテクニカルディレクターに変

   換されなければならない。 

 

2.4.8 エンジン 

 配分されるエンジンの数は（シーズンの大会数/２）とし、端数は切り上げる。 

 

 封印とその使用の詳細は事項 2.3.9 参照 

 

 以下に記すエンジン構成部品は、特筆されない限り、公認されたモーターサイク

ルから変更されてはならない。 

 

a) 公認されたエンジン・デザイン・モデルは変更することができない。 

b) クランクケース、シリンダー、シリンダーヘッド、およびギヤボックスハウジ

ングの公認された材質および鋳造が使用されなくてはならない。 
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c) カムドライブの方法は、公認時のものと同じでなければならない。 

d) バルブリテンションの方法は、公認モデルのまま維持される。認証モデルに装

着されていない限り、エアーバルブリテンションデバイスは許可されない。 

e) シリンダーにおける点火順序（例：1－2－3－4）は、公認時のオリジナルデ

ザインが維持されていなければならない。同時に、公認車両で適用されていな

い限り２気筒の同時点火は禁止される。 

2 気筒における点火差異 5゜までが同時点火とみなされる。 

 

2.4.8.1 フュエルインジェクションシステム(2016 年まで) 

フュエルインジェクションシステムとは、スロットルボディー及び可変長イン

テークトラクトを示す 

a) オリジナルの公認されたスロットルボディーが使用されなければならない。 

b) ライド・バイ・ワイヤーシステムとして知られている電子コントロールス

ロットルバルブは、追加しても変更しても良い。 

c) ライド・バイ・ワイヤを追加または変更するためのスロットルボディー外

観の変更は認められる。センサー、ベルクランク、プーリー、シャフトマ

ウントまたはクランプは追加、変更または取り外すことが出来る。しかし、

セーフティーシステム及びその手順は維持され、完全に作動しなければな

らず、それはスプリングクローズ及び/またはイグニッションカットを含む

こととする。 

d) ライド・バイ・ワイヤキット（スタンダードのスロットルボディーを改造

するためのもの）は、公認を必要とし、それは最低 50 セットが入手う可

能な状態でなければならない（注文した場合）。マシンマニュファクチャラ

ーまたは一つの公認パートナーのみがシステムの公認申請をすることが k

出来る。スロットルグリップポジションセンサーがこのキットに含まれて

いなければならない。このキットの最高価格は 2500 ユーロ（付加価値税

を除く）とする。最大告知期間は 8 週間とする。承認されたサプライヤー

は、スロットルボディーへの取り付け費用として最大 500 ユーロまで加え

ることが出来る。 

e) フュエルインジェクターはストック状態とし製造時のオリジナルの仕様か

ら変更されてはならない。 

f) 公認されたエアボックスがトップタイプのインジェクターを取り付けるた

めに使用される場合、エアボックスと装着システムは公認時の状態を維持

しなければならない。 

g) 可変長インテークトラクト装置は公認車両に装備されていない場合、追加

する事は認められない。 
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h) 可変長インテークトラクト装置を取り付けるために公認されたエアボック

スを使用する場合、エアボックスと装着システムは公認時の状態を維持し

なければならない。 

i) 可変長インテークトラクト装置は、公認時のシステムと同じメカニカルシ

ステムが機能されなければならない。 

j) スロットルボディーインテークインシュレーターは改造が認められる。 

k) エアファンネル（固定位置含む）の変更または交換が認められる。 

l) ヴァキュームスライドをオープンポジションに固定することができる。 

m) 2 次スロットルバルブ及びシャフトの取り外しまたはオープンポジション

への取り付け、電気回路の切断及び取り外しが認められる。 

n) 空気及び空気と燃料の混合気は、スロットルバタフライを経由して燃焼室

に取り込まれなければならない。 

 

2.4.8.1 フュエルインジェクションシステム(2017 年以降) 

フュエルインジェクションシステムとは、スロットルボディー及び可変長イン

テークトラクトを示す 

a) オリジナルの公認されたスロットルボディーが使用されなければならない。 

b) フュエルインジェクターはストック状態とし製造時のオリジナルの仕様か

ら変更されてはならない。 

c) エアファンネルは変更または交換が認められる。 

d) プライマリースロットルバルブは変更または改造することは出来ない。 

e) 2 次スロットルバルブ及びシャフトの取り外しまたはオープンポジション

への取り付け、電気回路の切断及び取り外しが認められる。 

f) 可変長インテークトラクト装置は公認車両に装備されていない場合、追加す

る事は認められない。また、公認時のシステムと同じメカニカルシステムが

機能されなければならない。可変長インテークトラクト装置の全てのパーツ

は公認時の状態が維持されていなければならない。（エアファンネルを除く） 

g) 空気及び空気と燃料の混合気は、スロットルバタフライを経由して燃焼室に

取り込まれなければならない。 

h) ライド・バイ・ワイヤーシステムとして知られている電子コントロールスロ

ットルバルブは、公認時のモデルが装備されている場合のみ使用することが

出来る。 
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2.４.８.２ シリンダーヘッド 

 公認されたシリンダーヘッドは以下のとおり改造することができる。 

 

a) シリンダーヘッドは、初めは公認時の材質及び鋳造のままで使用されなければ

ならない。材質は、エポキシでの追加または機械加工での削除のみできる。カ

ムボックス内及びバルブメカニズムへの機械加工及び改造は認められない。 

b) バルブ数、および／あるいはポート（吸気および排気）数を含む吸排気システ

ムは公認を受けた状態に維持されなくてはならない。 

c) 燃焼室を含むシリンダーヘッドのガスフローイングのような個々のチューニ

ングに通常関連するシリンダーヘッドのポーティング、および研磨は許可され

る。 ポートの形状を変更するためにエポキシの使用が認められる。 

d) 圧縮比は自由とする。 

e) 燃焼室は改造が認められる。 

f) バルブは公認時の状態を維持しなければならない。 

g) バルブシートは改造または修理のための交換が認められる。材質は公認時のも

のと同じものとする。 

h) バルブガイドは公認時のものが維持されなければならない。ポートエリアへの

改造は機械加工のみ認められる。 

i) バルブスプリングは変更または交換が認められるが材質は公認時のものと同

じとする。スプリングの追加及び取り外しが認められる。 

j) バルブスプリング、コレット、スプリングシートは変更または交換が認められ

る。 

k) バルブの位置は、公認時のものと同じ位置、同じ角度（アングル）でなければ

ならない。 

l) ロッカーアームがある場合、公認時のままでなければならない（素材及び寸法）。 

m) エキゾーストエアブリードシステムは塞がれなければならず、カムカバーへの

外部取り付けはプレートに変更することが出来る。 

n) シムバケット/タペットは交換することが出来るが同じ高さ、直径、材質タイ

プ、表面処理及びシムからトップ表面までの寸法は公認時のものと同じとする。

重量は、公認時のものと同じが重くなければならない。 

o) 公認のシリンダーヘッド/カムカバーは高スペック重量素材の表面レプリカに

交換することが出来る。（例：マグネシウムパーツをアルミニウムに変更） 
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2.4.8.3 カムシャフト 

a) カムシャフトは、公認されたモーターサイクルに装備されているものから変更  

   または交換できる。（事項 2.4.8） 

b) カムシャフトのオフセットは認められない。カムシャフトは公認時の位置が維  

   持されなければならない。 

 

2.4.8．4 カムスプロケットまたはカムギヤ 

a) カムシャフトスプロケット、プーリーまたはギヤは、カムシャフトタイミング 

 のために、変更または交換できる。（事項 2.4.8 参照） 

b) カムチェーンまたはカムベルトテンショニングデバイスは改造、変更が認めら  

  れる。 

c) カムチェーンは変更または交換が認められるが、同じタイプでなければならな 

  い。 

 

2.4.8.5 シリンダー 

公認時のものでなければならないシリンダーベースガスケットは変更することが

出来る。 

 

2.4.8.6 ピストン 

 公認時のものでなければならない。（研磨、軽量化または追加のコーティングは認

 められない） 

 

2.4.8.7 ピストンリング 

 公認時のものでなければならない。 

 

2.4.8.8 ピストンピン及びクリップ 

 公認時のものでなければならない。 

 

2.4.8.9 コネクティングロッド 

 a) コネクティングロッドは公認時のものから変更または交換することが出来る。

  重量は、オリジナルのものと同じか重くなければならない。 

 b) 材質は公認時のものと同じもの（例：スチール、チタニウム、軽合金）、また

  はスチール製とする。 

 c) オリジナルのコネクティングロッドの端に小さな挿入物のある場合、交換する

  ロッドもオリジナルの公認車両のコネクティングロッドと同じ材質の挿入物が

  なければならない。 
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 d) ロッドのセンターからセンター（小エンドから大エンド）長はオリジナルの公

  認のものと同じでなければならない。 

 e) コネクティングロッドボルトは自由とする。 

 

2.4.8.10 クランクシャフト 

下記改造のみ公認時のクランクシャフトに認められる。 

 ａ) ベアリング表面の研磨または表面処理が行われても良い。 

ｂ) バランス取りは認められるが、公認時のクランクシャフトと同じ方法とする。

ヘビーメタルの例、マロリーメタルインサートは、公認時のクランクシャフ

トに使用されていない場合認められない。 

c) バランス取りは認められる。クランクシャフト重量への追加または切削を行う

場合、公認申請書のクランクシャフト欄に明記された時の許容誤差を除く実

重量の 5％までとする。 

d) ドリルまたはクランクシャフトカウンターウェイトの機械加工等によるバラ

ンス取りが認められる。 

e) クランクシャフトの磨きは認められない。 

f) バランスシャフトは変更または取り外されても良い。 

 

2.4.8.11 クランクケース/ギヤボックスハウジング 

a) クランクケースは公認時のものとする。暗くケースにインテグラルシリンダー   

 のある場合、シリンダーのトップ表面はデック高と合わせるために削ることが  

 出来る。オイルスプレーノズルは改造することが出来る。それ以外の改造は一 

 切認められない。（ペイント、研磨、軽量化を含む） 

b) クランクケース内を真空とするためにポンプを追加することは禁止される。公 

 認時の車両にバキュームポンプが装備されている場合、公認時のままで使用し 

 なければならない。 

c）オイルパン（サンプ）及びピルピックアップは変更または交換することが出来 

 る。 

ｄ）クランクケースまたはエンジンカバー内のオイルプレッシャー/温度センサー 

 取り付けのための一つのスレッドは変更または交換できる。 

e）事項 2.4.10.1 g)参照 

 

2.4.8.11.1 側面カバー及びプロテクション 

a) 側面（サイド）カバーは変更、改造または交換することができる。交換した場  

  合、カバーは、オリジナルと同等またはハイスペック代用品の負担強度以上の  

  ものとし、カバーの総重量はオリジナルのものより軽量であってはならない。 
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b) チタニウムボルトは外部カバーを留めるために使用することが出来る。 

c) 全ての 2 次カバー、オイルを含むエンジンケースで、クラッシュ中、または転 

  倒後に地面と接触する恐れのあるカバーは、アルミニウム合金、ステンレスス 

  チール、スチールまたはチタニウム等の金属でなければならない。 

d) 2 次カバーは、オリジナルのカバーの少なくとも 1/3 をカバーしていなければ 

 ならない。 

e) アルミニウムまたはスチール製のプレートまたはクラッシュバーも認められ 

 る。このカバーは突発的な衝撃、摩擦、転倒のダメージに対しても耐えうる設 

 計でなければならない。 

f) ＦＩＭ公認カバーは、その材質に関わらず使用が認められる。 

g) これらカバーは、確実かつ頑強に取り付けることとし、クランクケースに固定

されているオリジナルのカバーまたはエンジンカバーにスクリュー留めされ

る。 

h) オイルを含むエンジンカバーは、アルミニウム製のボルトで固定してはならな

い。 

i) テクニカルディレクターは、有効でない事が実証された如何なるカバーの使用

も拒否する権限を有している。 

 

2.4.8.12 トランスミッション／ギヤボックス 

a) シーズンを通して 1 セットのギヤボックスレシオのみ認められる。そのレシオ 

 は自由に選択できる。 

b) 選択したレシオは、第 1 戦が始まる前に宣言しなければならない。 

c) 外部クイックシフトシステムは認められる。（ワイヤー及びぽテンションメー 

 ターを含む） 

 

d) 公認時のプライマリーギヤレシオのみ使用が認められる。（事項 2.4.8.13 参 

 照） 

e) トランスミッションシャフトのレイアウトは公認時のものと同じでなければ 

 ならない。 

f) ギヤデザイン及び素材は自由とする。 

g) セレクタードラム及びギヤインデックスメカニズムコンプリートは自由とす  

 る。 

h) セレクターフォークは変更されても良いが、フォークは公認車両のものと同じ 

 機能を有し、同じギヤに作動しなければならない。 

ⅰ) カウンターシャフトスプロケット、リアホイールスプロケット、チェーンのピ 

 ッチとサイズは変更することができる。 
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j) スプロケットカバーは改造または取り外しが認められる。 

k) ギヤボックスをトラックで変更することは認められない。ギヤボックスの破損

はエンジン破損と同じことを意味する。 

 

2.4.813 クラッチ 

  a) アフターマーケット製またはクラッチの改造が認められる。 

 b) バックトルクリミッターが認められる。 

 c) 一般公道用として公認車両に装備されていない場合、如何なる動力源（ハイド

    ロ、またはエレクトリック）もギヤセレクションに使用されてはならない。人

    力は禁止から除外される。 

 d) クラッチ・システム（湿式または乾式）と作動方式（ケーブルまたは油圧式）

    は、認証されたモーターサイクルに装備されているものを維持しなくてはなら

    ない。 

 e) クラッチバスケットは交換することが出来る。クラッチバスケットがプライマ

   リーギヤを含む場合、プライマリーギヤはオリジナルの歯数及び形状でなけれ

    ばならない。 

 

2.4.8.14 オイルポンプ、およびオイルライン 

a) 公認時のオイルポンプは改造することが認められるが、公認時のオリジナルパ 

  ーツが改造されるか、シム/スペーサーの追加によるものとする。改造には下    

   記が含まれる。 

     ⅰ) ブループリンティング 

    ⅱ) オイルプレッシャーリリーフスプリングの変更 

   ⅲ) ギヤ及び/ハウジング厚の縮小 

  

 b) 外観は公認時の状態を維持していなければならない。 

c) オイルラインは、改造、または交換できる。正圧を含むオイルラインを交換す 

  る場合、ばち形、またはトレッドのあるコネクターのついたメタル強化構造の  

  ものと交換する。 

 

2.4.8.15 ラヂエター／オイルクーラー 

a) エンジンクーラントリキッドとして認められているのは水のみとする。 

b) オリジナルのラヂエター、またはオイルクーラーは、公認されたモーターサイ 

 クルに装備されているものから変更、または置換できる。 

    c) ラヂエター、またはオイルクーラーを追加することができる。 

  d) オリジナルのオイル/水熱交換器は改造、変更または取り外すことが出来る。 
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 e) クーリングシステムホース及びキャッチタンクは交換することが出来る。 

 f) ラヂエタ―ファン及びワイヤリングは変更、改造、交換することができる。 

 g) オイルクーラーは、リアマッドガードの上、またはそれより高い位置に設け   

  ることはできない。 

 h) マシンのフロント、リア、およびプロフィールからの外観は、ラジエター、ま

   たはオイルクーラーを追加したあとでも、原則として公認形状に合致していな

   くてはならない。 

 

2.4.8.16 エアボックス 

a) エアボックスは、マニュファクチャラ―によって公認時の車両に装備され

ているものと同じでなければならない。 

b) 公認されたエアボックスがマウントトップタイプのフュエルインジェクタ

ーを使用している場合、エアボックスと付属のシステムは高 2 時の状態を

維持していなければならない。 

c) 公認されたエアボックスがマウントトップタイプのフュエルインジェクタ

ーまたは可変長インテークトラクトデバイスに使用される場合、エアボッ

クスとその関連システムは公認時のままとし、機能も同じでなければなら

ない。 

d) 可変長インテークトラクトデバイスは公認時のシステムと同様に作動しな

ければならない。 

e) エアフィルター、インターナルフラップタイプバルブ、センサー及びヴァ

キュームフィッティングは、取り外し、改造、またはアフターマーケット

のものと交換することが出来る。 

f) 構成部品を取り外したことによるエアボックスの大気につながる穴は、侵

入する空気から完全に密封されていなければならない。 

g) エアボックスドレインは塞がれなければならない。 

h) エアボックスボディーの外部形状は、エアボックス内部構造を変更するこ

となく他の部品を取り付けるためのクリアランスを得るための改造が認め

られる。各事例について、スーパーバイクテクニカルディレクターの承認

が必要とされる。 

i) フェアリングからエアボックスへのＲＡＭエアチューブまたはダクトは改

造、変更または取り外すことが出来る。チューブまたはダクトが有効とす

る場合、それらはエアボックスのオリジナルの進入位置になければならな

い。 
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j) すべてのスーパーバイク・モーターサイクルには、クローズドブリーザー

システムが採用されなくてはならない。全てのオイルブリーザーラインは

エアボックスに連結され、これに放出する。 

k) エアボックス上部が燃料タンクの底辺による場合、その燃料タンクの部分

はエアボックスと考えられ、公認時の形状を維持していなければならない。

ただし角の r が 2mm 以内の相違で容量は同じものとする。 

 

2.4.8.17 燃料供給 

 a) 燃料ポンプ及び燃料プレッシャーレギュレーターは公認時のものが維持さ 

  れていなければならない。 

 b) 燃料プレッシャーは公認時のままとする。 

 c) 燃料タンクからインジェクターへの燃料ライン（燃料ホース、デリバリーパ   

    イプアッセンブリ―、ジョイント、クランプ、燃料キャ二スター）は、変更 

    することができる。 

  d) プレッシャーの許容誤差は車検時に公認時の最大プレッシャー地に対して   

  +0.5 バールとする。 

 e) 全ての車両には、燃料プレッシャーチェックＦＩＭ仕様に準拠する燃料ライ 

    ン上に特別なデバイスが設けられなければならない。またチームはチェック   

  するためのテンポラリーアダプターを準備しなければならない。 

 f) 燃料ペットコックは、公認されたモーターサイクルに装備されているものか 

    ら変更、または交換できる。 

   g) クイックコネクターまたはドライブレークコネクターを使用することができ

   る。 

  h) 燃料ベントラインは交換することが出来る。 

  i)  燃料フィルターの追加が認められる。 

 

2.4.8.18 エキゾーストシステム 

a) エキゾーストパイプ、カタリティックコンバーター（触媒式排気ガス浄化装置）  

 及びサイレンサーは、公認されたモーターサイクルに装備されているものから 

 変更、または交換できる。カタリティックコンバーター（触媒式排気ガス浄化 

 装置）は取り外すことが出来る。 

b) エキゾーストサイレンサーの端部の数は、公認時の数が維持されていなければ 

   ならない。サイレンサーは、公認時と同じ側になければならない。 

c) 安全上の理由から、エキゾーストパイプ出口の先端は、シャープエッジを避け 

   るべく丸められていなければならない。 
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d) ライダーの足のエリアまたはフェアリングの熱対策部分以外への、エキゾース 

 トシステムのラッピングは認められない。 

e) スーパーバイクのノイズ・リミットは１０７dB/A である。レース後の許容誤  

 差は＋３dB/A とする。 

 

FIM2017 提案： 

ショートストローク及び平均ピストンスピードの削除（事項 2.11．5 カルキュレ

ーション参照）に反応する為 6000rpm（4 気筒）、5500rpm（２、3 気筒）で

107dB/A とする。 

 

2.4.9 イグニッション/エレクトロニックコントロールシステム 

a) エンジンコントロールシステム（ECU 含む）は下記のいづれかでなければな

らない。 

ⅰ）DWO/FIM 公認スーパーバイクキットシステム（事項 2.4.9.1 参照） 

ⅱ）DWO/FIM 公認スーパーストック 1000 キットもゲル及び DWO・FIM 公 

  認データロガー（事項 2.4.9.2 参照） 

b) 他のいかなる外部イグニッション/インジェクションコントローラー、トラク

ションコントロールモジュールまたは他のアクティブエクスパンションモジ

ュールまたはカルキュレーションユニットが取り付けられてはならない。 

c) セントラルユニット（ECU）の位置を変更することが出来る。 

d) テレメトリー（バイクからまたはバイクへの無線シグナル）は認められない。 

e) エンジン作動中またはバイクが走行中、データ交換またはセッティングのた

めにバイクとのリモートまたはワイヤレスコネクションを持つことは認めら

れない。 

f) スパークプラグ、スパークプラグキャップ及び HT リーズ（もしある場合）

は自由とする。 

g) バッテリーは自由とする。 

 

2.4.9.1 DWO/FIM 公認スーパーバイクキットシステムは下記仕様でなければならない。 

a) システムは、ワイヤリングハーネスを除き、全ての装備を完全に操作するため

に必要とされないことから公認時のモーターサイクルには供給されていない

全ての電子/エレクトロニックパーツを含む完全なパッケージでなければなら

ない。 

b) マシンのマニュファクチャラーまたはひとつの公認パートナーのみが一つの

システムを公認申請できる。 
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c) ECU、ダッシュボードディスプレイ、全ての機能を有効に機能させるための

全ての追加センサー、IMU、ソフトウェア、エナブルコード、データロギング、

検証ソフトウェア、ECU チューニングまたはセッティングソフトウェア、デ

ータロガー、ダウンロード/コネクションケーブル、ハーネスデザインサンプ

ル、使用マニュアル等（完全なリストとはされていない）を含む完全なシステ

ムの総価格は 8000 ユーロ（付加価値税を除く）とする。データロギングの

センサーは価格から除く。 

d) 最低 50 のスーパーバイクキットシステム（現行の公認システム）が、正規デ

ィストリビューターまたはディーラー経由で注文した場合に、各シーズン、世

界中で入手可能な状態でなければならない。スーパーバイクキットシステムは

特にレース専用であることを明記されていなければならない。 

e) 告知期間は 8 週間以下とする。 

f) ECU は FIM/DWO 公認スーパーバイク ECU リストから選ばなければならな

い。 

g) 下記のセンサーの使用が認められる。 

  １ スロットルポジション（マルチ） 

  ２ マップセンサー、マップシンク（スタート時のエンジンのシンクロ

    ナイズに必要とするインテークポート上のプレッシャーセンサー） 

  ３ エアボックスプレッシャー 

  ４ エンジンピックアップ（カム、クランク）（クランクトリガーは交換

    可能） 

  ５ ラムダ 

  ６ ツイストグリップポジション 

  ７ フロントスピード 

  ８ リアスピード 

  ９ ギアボックス・アウトプットシャフトスピード 

  １０ ギアポジション 

  １１ ギアシフトロードセル 

  １2  フロントブレーキプレッシャー 

  １３ リアブレーキプレッシャー 

  １４ オイルプレッシャー 

  １５ エアプレッシャー 

  １６ 水温 

  １７ 大気温 

  １８ IMU（多種シグナル） 

  １９ トランスポンダー/ラップタイムシグナル 
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  ２０ ノックセンサー 

  ２１ フュエルプレッシャー 

  ２２ オイル温 

  ２３ フォークポジション 

  ２４ ショックポジション 

  ２５ ティルト/ティップオーバースイッチ 

  ２６ GPS ユニット 

  ２７ リアタイヤ温度（外気温）（多種） 

  ２８ リア TPMS モニター（温度及び圧力） 

h) ２つの更なるセンサーチャンネル（上記リストには含まれていない）をマシン

に追加することが出来る。 

i) 重複する/ダブルのセンサーが認められるが、安全操作を必要とする場合、ス

ーパーバイクキットに含まれていなければならない。 

j) CAN センサーへのアナログ/ロジックが認められる。 

k) 公認車両に装備されているセンサーは、公認時の状態で使用される場合、それ

は価格制限に含まれない。 

l) 下記センサーが転倒により損傷を受けた場合、同じ機能のものに変更されるが、

スーパーバイクキットシステムにあるものと同じ仕様である必要はない。 

   ⅰ) フォーク及びショックペテンショメーター 

   ⅱ) ブレーキプレッシャーセンサー 

   ⅲ)  ギアシフトセンサー（キットに含まれるものと同じタイプでなければな

      らない。例：ロードセル、スイッチ等） 

m) 最終のプレシーズンテスト前、ミッドシーズンテスト前またはシーズ中盤及び

シーズン最終戦の 3 時間以内に、ファクトリーチームが使用しているファーム

ウェア及びソフトウェア最新版が WSBK での同じマニュファクチャラー使用

カスタマーに入手可能とならなければならない。（上記以上に最新版の提供は

認められる） 

n) マニュファクチャラーは、現行のストラテジーを提供しなければならないが、

交換またはセッティングは別とすることが出来、ベースマッピングは提供しな

ければならない。 

o) FIM/DWO の公認ファームウェア及びソフトウェアリストにあるもののみ使

用可能とされる。 

p) ファクトリーチームは、更新スケジュールに従ってチームに提供される開発中

のファームウェア及びソフトウェアを使用することが出来る。 

q) トランスポンダーはスーパーバイクキットシステムに含まれない。 

r) ログチャンネルの選択は自由とする。 
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s) コイル及びコイルドライバーは自由とするが、変更される場合はスーパーバイ

クキットシステムに含まれているものでなければならない。 

t) その他外部イグニッション/インジェクションコントローラー、トラクション

コントロールモジュールまたは他のアクティブエクスパンションモジュール

またはカルキュレーションユニットは、スーパーバイクシステムに含まれてい

る場合は取り付けることが出来る。 

u) ファクトリーチームは現行シーズンのスーパーバイクキットシステムを使用

しなければならない。過去のものを使用することは認められない。 

v) スーパーバイクキットシステムは 3 年間の公認期間とする。（初めの年を含む） 

 

 マニュファクチャラーが任命するスーパーバイクキットシステムサプライヤーも

 またスーパーバイクキットシステム公認要件を熟読しなければならない。 

 

2.4.9.2 DWO/FIM 公認スーパーストック 1000 キットモデル 

 a) ECU は公認スーパーストックリストにあるものでなければならない。 

 b) キットには ECU 起動を含む作動に必要とされる全てのパーツが含まれる。 

 c) ECU ソフトウェアは変更されても良い。 

 d) センサー及びコイルは公認時の状態とし、ホイールスピードセンサーのみス

   トラテジー機能のために追加することが認められる。 

 e) 公認時のモーターサイクルに装備されていない場合、如何なる慣性プラットフ

   ォームも認められない。慣性プラットフォームが公認時のモーターサイクル

   に装備されている場合、オリジナルのセンサーが使用されなければならない。

   公認データロガーが内部慣性センサーとともに装備されている場合、慣性デ

   ータはログされたり転送されたりしてはならない。 

 f) 公認データロギングユニットの特性は下記のとおりとする。 

   ⅰ） ユニット（センサー及びワイヤリングハーネスを除くハードウェア＋

   ソフトウェア）の価格は 3000 ユーロ（付加価値税を除く）を超えて

      はならない。 

   ⅱ） ロガー、センサー、ハーネスを含む完全なシステムの最大小売価格は

   5000 ユーロとする。 

   ⅲ） ユニットは一般に入手できるものとし、FIM/DWO による公認データ

      ロガーリストに載っていなければならない。 

   ⅳ） 同時に作動するセンサー（追加のデータロガーに連結）は最大８とし、

   モーターサイクルのオリジナルのセンサーに追加することが出来る。 

   ⅴ） センサーは単純機能でなければならない。センサーのタイプは自由と

   する。 
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   ⅵ） データロギング用ワイヤハーネスのデザインは自由とする。 

   ⅶ） ECU と公認データロガー間の CAN コミュニケーションは、CAN チ

   ャンネルロガーナンバーに制限なく認められる。 

   ⅷ） センサーは変更したが機能が同じ場合、例：ラムダ、それは上記 8 セ

   ンサーに含まれる。 

   ⅸ） ラップタイミング/スコア/ロギングを目的とした IR レシーバー及び/ 

   または GPS ユニット及び/またはトランスポンダーラップタイミング

   シグナルは認められ、それは 8 センサーの一つとして考慮される。 

 

2.4.9.3 ジェネレーター、オルタネ―ター、エレクトリック・スターター 

a) スタータ/コイルは公認時のままとする。 

b) フライホイールは改造または変更することが出来る。 

c) エレクトリックスターターは通常に作動しなければならず、大会期間中は常   

  にエンジン始動できなければならない。スターターは適切なスピードでエン 

  ジンに作動し最低 2 秒で始動できなければならない。スターターモーターヒ 

  アシステムは公認時のままとする。 

d) 車両はスタートグリッドではニュートラルに入れられ、スタートしなければ 

  ならない。スターティンググリッド上で押し掛けすることは禁止とされるが、 

  必要に応じてスタートラインオフィシャルが押してモーターサイクルのスタ  

  ートを援助する。 

 

2.4.9.4 ワイヤリングハーネス 

 a) ワイヤリングハーネスは自由とする。 

 b) 各チームは、FIM テクニカルディレクターのためのダウンロードコネクショ

   ンを提供しなければならない。 

 

2.4.10 メインフレームとスペアモーターサイクル 

a) 大会期間中、各ライダーは、車検に提示されフレームに明確なシールによっ   

  て識別された完全な車両 1 台のみ使用する事が出来る。フレーム交換が必要 

  となった場合、ライダーまたはチームは、ＦＩＭスーパーバイクテクニカル 

  ディレクターに対しスペアフレームの使用を申請する事が出来る。 

b) 各ライダー1 台の完全なスペアモーターサイクルが認められる。 

c) チームは、２名またはそれ以上のライダーで共有する 1 台のスペアマシンを 

  選択しなければならない。搭載されているエンジンは封印されるが、この場 

  合、ライダーへの割り当て分に含まれない。 
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手順の説明 

・ 事前車検には 1 台の完全な車両のみ提示する事が出来、トラック上及び

プラクティス、クォリファイ、スーパーポール、レース中のピットボッ

クス内にも 1 台のみが認められる。 

・ 車両のフレームはＦＩＭスーパーバイクテクニカルディレクターまたは

彼の指名するスタッフによってシールが貼付される。シールには識別番

号が記載され、記録される。シールをはがそうとする場合、そのシール

は損傷し、元に戻すことは出来ない。 

・ 大会期間中の如何なる時も車検員はＦＩＭスーパーバイクテクニカルデ

ィレクターの指示の基、シールを確認し、車両のものか登録したライダ

ーのものか確認する事が出来る。各フレームには特定の番号が刻印され

ていなければならない。ステアリングヘッド上が推奨される。 

・ 初めの車両または使用中のモーターサイクルが転倒またはその他原因に

よって損傷を受け、テクニカルディレクターまたは彼の任命するスタッ

フによって修復不可能または作動不能（安全かつ時間内に）と宣言され

た場合、車検員によって損傷を受けたモーターサイクルの封印が解除さ

れ、当該車両のシャーシは残りの当該イベント中使用することが出来な

い。FIM スーパーバイクテクニカルディレクターにより新たなシリアル

番号が付けられる。スペアマシンは次のセッション前に車検に持ち込ま

れる。 

・ FIM スーパーバイクテクニカルディレクターの許可を得るまでは、スペ

アマシンはピットボックス前に置かれてはならない。 

・ 車両の変更は、当該車両が損傷を受けたプラクティス、クォリファイセ

ッションまたはレース終了後、トラック上で行われなければならない。

損傷を受けた車両はピットボックス前から可能な限り速やかに排除され、

ピットボックス後ろの保管場所に運ばれ、ピットレーンから見えないよ

うにしなければならない。 

・ ライダーが、レースを含むセッションのためにピットレーンから離れた

時点でスペアマシンは使用することは出来なくなる。 

・ この手順に反する行為のある場合、スポーツ規則に明記されているペナ

ルティーの対象となる。 

・ 損傷を受けたフレームは、事後検査のため、テクニカルディレクターに

より保管される。 

 

 

 

29 

 



2.4.10.1 フレームボディー及びリアサブフレーム 

a) メインフレームは、本来マニュファクチュラーが認証マシン用に製作した状 

  態に維持されなくてはならない。 

b) メインフレームは、ガゼット、またはチューブを追加することによってのみ 

  変更することができる。ガゼット、またはチューブを削除することはできな 

  い。その他改造は以下の規則の範囲内で行うことが出来る。 

c) 承認された構成部品（フェアリングブラケット、ステアリングダンパーマウ 

  ント等）を取り付けるためのフレームにドリルで穴をあけることが認められ 

  る。 

d) エンジンは公認時の位置に搭載されていなければならない。 

e) フレームのサスペンションリンケージ取り付け位置は、公認時の位置を維持 

  していなければならない。 

f)  ステアリングステムアクシス/位置はステアリングヘッドベアリングを動か 

  すことによって調整することが出来る。各ベアリングの新たな前後位置はオ 

  リジナルのベアリング位置に対して最大+/-９ｍｍ（許容誤差を除く）とする。 

  この前後とは、ベアリングカップ/インサートのオリジナルの表面に沿ってい 

  ることとし、公認時の車両にインサートが装備されていない場合、オリジナ 

  ルのベアリングシートの表面に沿ってと考慮される。 

(a) 公認時のマシンが交換可能なベアリングシートインサート/ブッシュを装

備している場合：ブッシング/インサートは上記調整を受有に行うことが

出来、供給されたプロダクションのモーターサイクルの位置を公認時の位

置と考慮される。 

(b) 公認のモーターサイクルが固定されたステアリングステムのベアリング

位置となっている場合：ステアリング角はオリジナルのステアリングヘッ

ドにベアリングシートを挿入することにより変更可能とする。オリジナル

のベアリングシートは改造（楕円形）が認められ、または特別なブッシュ

を挿入するために直径を変更することが出来る。これら特別ブッシュの如

何なる部分もオリジナルのステアリングヘッドパイプ位置から３ｍｍ以

上軸方向に突出してはならない。ステアリングヘッドパイプのベアリング

シーツエリアは強化する事が出来る。これら改造をするための溶接または

機械加工が認められる。 

 

 

ｇ） スイグアームピボットアクシスは、公認時のアクシスから最大 5mm（許容 

  誤差を除く）放射状に動かすことが出来る。このために、メインフレームの 

  スイングアームピボットエリアを改造することが出来る。使用されている技 
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  術、部品の寸法またはフレームのセクション（例；キャスト、製作等）に関 

  係なく、溶接及び機械加工は、この改造を行うために認められる。 

  調整の方法は自由とする、例 ブッシング、インサート、オフセットアクス 

  ル。スタンダードが変更可能なインサートの場合、供給されたプロダクショ 

  ンのモーターサイクルの位置を公認時の位置と考慮される。このクランクケ 

  ースをとおるピボット/アクスルの場合、関連するクランクケースマウント用 

  の穴は機械加工で広げることが出来るが溶接またはその他改造は認められな 

  い。クランクケースは、スイングアームクリアランスのためのみ機械加工が 

  認められる。 

h) すべてのモーターサイクルには、メインフレーム・ボディに車両認識番号（シ

ャシー・ナンバー）が表示される。 

i) ペイントスキームは自由とするが、如何なる磨きまたは表面再処理も認めら

れない。 

j) フロント及びリアサブフレームは変更または取り除くことが出来る。 

 

2.4.10.2 サスペンション ‐ 全般 

 a) スーパーバイククラスの参加者は、公認された、シーズンのためにリストに掲

  載されたサスペンションユニットを使用しなければならない。 

 b) マニュファクチャラーからの公認プロダクトは世界スーパーバイク選手権第

   1 戦の最低 1 か月前に全ての参加者に入手可能な状況とし、それはシーズン

   をとおして可能な状態でなければならない。プロダクトは注文確定後 6 週間

   以内に入手できなければならない。 

 c) セッティングパーツおよびチューニング―パーツサスペンションマニュファ  

   クチャラーから、マニュファクチャラーの製品を使用している全ての顧客/チ

   ーム/参加者に供給されなければならない。これらパーツはシーズン中、全参

   加者によって使用される。これらパーツは全チーム及び顧客に速やかに引き

   渡されなければならない。 

 d) チームはフォークまたはショックアブソーバーの如何なる部分も改造しては

   ならない。全てのセッティングパーツはサスペンションマニュファクチャラ 

   ーから供給され、全チーム/ライダーが入手可能とならなければならない。 

 e) サスペンションマニュファクチャラーは、リストにある公認サスペンションを

   使用しているチームとサービス契約を結ぶことが出来る。サスペンションマ

   ニュファクチャラーは、顧客または参加者がサスペンションプロダクトを購

   入する為にこのサービス契約を結ばなければならないことを要求することは

   出来ない。 
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   ⅰ）アフターマーケットまたはプロトタイプの電子制御式サスペンションを

     使用することは出来ない。電子制御式サスペンションは、公認時のモー

     ターサイクルに装備されている場合のみ使用することが出来る。 

   ⅱ）電子制御式バルブは公認時の状態を維持していなければならない。この

     バルブに連結していないシム、スペーサー及びフォーク/ショックスプリ

     ングは交換することが出来る。 

   ⅲ）電子サスペンションの ECU は公認時のものとし、如何なるモーターサイ

  クルトラックポジションやセクター情報を受けるものであってはならな

  い。サスペンションはトラックポジションに関連するように調整するこ

  とは出来ない。 

  ⅳ）ライダーとサスペンション間の電子式インターフェースは公認時の状態 

 を維持しなければならない。ライダーインターフェースを取り外すか機

 能させなくすることは認められる。 

  ⅴ）停電となった大会でもオリジナルのサスペンションシステムは適切に作

 動しなければならない。 

  ⅵ）作動中にサスペンションフル―ドの粘性を変化させるエレクトロマグネ

 ティックフル―ドシステムは認められない。 

 f) 一般公道用として公認車両に装備されていない場合、如何なる電子式ステアリ

  ングダンパーも使用されてはならない。但し、完全なスタンダード状態を除く。

 （機械的または電子的部品が公認時のもの） 

 

2.4.10.3 フロントフォーク 

a) フロントフォークは、全体的、または部分的に変更することができるが、認証  

 モデルと同タイプ（リーディングリンク、テレスコピック等）でなくてはなら 

 ない。 

b) 上部と下部のフォーク・クランプ（三叉、フォーク・ブリッジ）及びステムは、 

 変更されてもよいし、改造されてもよい。 

c) ステアリング・ダンパーを追加する、またはアフターマーケット・ダンパーと  

 置換することができる。 

d) ステアリング・ダンパーは、ステアリングロック・リミティング・デバイスと  

 しての役割を果たしてはならない。 

  

2.4.10.4 リアフォーク（スイングアーム） 

a) リアフォークは、公認モーターサイクルのものから変更、または交換できる。

b) タイプ（シングルまたはダブル）は公認時のものと同じでなければならない。 
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c) カーボンファイバー、またはケブラーR 材質の使用は、それがオリジナルのマ  

   シンで認証されている場合を除いて許可されない。 

d) ライダーの身体の一部がチェーンの下部とリヤホイール・スプロケットの間に 

   挟まれる可能性を減少する方法でチェーン･ガードが装着されなくてはならな 

   い。 

e) リヤホイール・スタンド・ブラケットを、溶接またはボルトによってリヤフォ 

   ークに追加することができる。 

f) ブラケットの先端は丸められなくてはならない（半径を大きくする）。固定のた 

  めのスクリューは凹んでいなくてはならない。 

 

2.4.10.5 リアサスペンションユニット 

a) リアサスペンションユニットは変更することができるが、同様のシステム（す 

  なわちデュアルサスペンションかモノサスペンションかということ）が使用 

  されなくてはならない。 

  b)  リアサスペンションリンケージは改造、または置換できる。 

 c)  フレームへのオリジナルの取り付け位置（もしある場合）は、ショックアブソ

     ーバー、リンケージ及びロッドアッセンブリー支点（ピヴォットポイント）

     が使用されなければならない。 

 d)  取り外し可能なトップショックマウントは交換することが出来る。交換した

   場合、公認時のジオメトリーが維持されていなければならない。 

 

2.4.10.6 ホイール 

a) ホイールは変更することが出来る（事項 2.3.4 参照）また、その関連パーツは、 

   認証されたモーターサイクルに装備されているものから変更、または置換でき 

   る。 

b) アフターマーケットホイールは、アルミニウム製のホイールのみ認められる。

c) 下記素材のホイールへの使用は認められない。 

   ベリリウム(>=5%)、スキャンディウム（>=2%）、リチウム（>=1%） 

d) 各レース用スペシャルホイールはＪＡＳO（日本自動車規格）に認可され、   

   T-203-85 の事項 11.1.3 のＷ（最大積載量）フロントホイール 195Kg、 

   リアホイール 195Ｋｇ、フロント及びリアともにＫ＝1.5 とする。静荷重半径 

   は、フロント 0.301m、リア 0.331m とする。 

e) ホイールマニュファクチャラ―は、テクニカルディレクターが要請する場合、 

  誓約書及びホイールの証明書を提示しなければならない。 
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f) 公認の一般公道用バイクのホイール及びスプロケットキャリアアッセンブリ― 

 は、材質に関係なく、改造なしに使用されなければならない。事項 2.4.10.6 に 

 適合していなければならない。ベアリング及びスペーサーは交換されても良い。 

g) ダブルサイドスリングアーム（リアフォーク）を装備している車両のリアスプ    

   ロケットは、ホイールを取り外した際に、リアホイールに残っていなければな 

   らない。 

ｈ）ベアリング、シール、およびアクスルは，認証されたモーターサイクルに装   

  備されているものから変更、または置換できる。ホイールスピンドル（アク 

  スル）へのチタニウムまたは軽合金の使用は禁止される。 

i）ホイールバランスウェイトは、取り外し、交換、追加することができる。 

 j) 如何なるインフレーションバルブが使用されても良い。 

  ホイールリム直径サイズ（フロント及びリヤ）：17 インチ 

 フロントホイール・リム 最大幅 ： 3.5 インチ 

   リアホイール・リム   最大幅   6.00 インチ 

 

2.4.10.7 ブレーキ 

a) スーパーバイクへのシーズン参加者は、公認されリストアップされたブレーキ 

 パーツ（キャリパー、マスターシリンダー、ブレーキディスク、ブレーキパッ 

 ド及びドライブレーキシステム）のみ当該シーズンで使用することが出来る。 

 b) マニュファクチャラーからの公認プロダクトは世界スーパーバイク選手権第  

  1 戦の最低 1 か月前に全ての参加者に入手可能な状況とし、それはシーズンを

  とおして可能な状態でなければならない。プロダクトは注文確定後４週間以内

  に入手できなければならない。 

c) 当該シーズン中に公認リストに追加することは出来ない。性能に関連するプロ 

 ダクトアップデートは認められない。製造または材料供給等を理由にとするプ 

 ロダクトの変更は事前に承認を受けなければならない。 

d) フロントブレーキマスターシリンダーは、公認されたモーターサイクルに装備 

 されているものから変更、または置換できる。 

e) フロントブレーキキャリパーは、公認されたモーターサイクルに装備されてい 

  るものから変更、または置換できる。 

f) リアブレーキマスターシリンダーは、公認されたモーターサイクルに装備され 

  ているものから変更、または置換できる。 

g) リアブレーキキャリパーは、公認されたモーターサイクルに装備されているも 

  のから変更、または置換できる。 

h) ブレーキパッド、またはブレーキシューは、公認されたモーターサイクルに装 

 備されているものから変更、または置換できる。 
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i) ブレーキホース、およびブレーキカップリングは、公認されたモーターサイ

クルに装備されているものから変更、または置換できる。二つのフロントブ

レーキキャリパー用のラインの分岐点は、下部フォークブリッジ（下部三叉）

の上に設けられなくてはならない。 

j) ブレーキディスクは、公認されたモーターサイクルに装備されているものか

ら変更、または置換できる。ブレーキディスクには鉄材質のみが認められる。

ブレーキディスクおよびブレーキキャリパーに特殊合金材質（例えば、アル

ミニウム、ベリリウムなど）を使用することは許可されない。 

k) アンチロックブレーキシステム（ＡＢＳ）は、公認車両時に一般公道用とし

て 搭載されている場合、使用することができる。しかし、それは完全なス

タンダード状態でなければならない。（機械的、電子的パーツは公認時のも

のとし、ブレーキディスク、マスターシリンダーは除く）ＡＢＳのソフトウ

ェアのみ改造するこ とができる。 

l) アンチロックブレーキシステム（ＡＢＳ）は切断する事が出来、そのＥＣＵ

は取り外すことが出来る。ＡＢＳローターホイールは取り外し、改造、交換

が認められる。 

m) 車両には、他の車両との接触棟の場合にハンドルバー・ブレーキレバーが作

動しないようにブレーキレバープロテクションが装備されていなければな

らない。合成素材のガードは認められない。FIM 公認ガードはその素材に関

わらず使用することが認められる。 

n) FIM テクニカルディレクターは、安全上の目的を満たさないいかなるガード

も拒否する権利を有する。 

 

2.4.10.8 ハンドルバーおよびハンドコントロール 

 a) ハンドルバー、ハンドコントロール（事項 2.4.8.1）及びケーブルは、公認車

  両のものから変更または交換することができる。 

 b) ケーブルで作動するスロットル（グリップアッセンブリ―）は、ワイヤーグリ 

     ップ/デマンドセンサーによって作動させる時の解放時及び閉鎖時のケーブル  

  の両方を装備されていなければならない。 

 c) モーターサイクルには、作動しているエンジンを停止させる有効なイグニッシ

  ョンキルスイッチまたはボタンがハンドルバー右側（グリップを握っている時

  に手が届く範囲に）に装備されていなければならない。 

    ボタンまたはスイッチは赤色とする。 
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2.4.109 フットレスト及びフットコントロール 

a) フットレスト／フットコントロールの位置を変更することができるが、オリジ 

  ナルの取り付け位置が使用されなければならない。 

  b) フットレストはリジッド･マウント･タイプでもよいし、折り畳式でもよいが、

   折畳式のものは、通常の位置に戻るデバイスを持つものとする。 

c) フットレストの先端は、最低球状半径８ｍｍの固体となっていなくてはならな   

  い（図Ａと C を参照）。 

  d) 折り畳式ではないスチール製フットレストには、プラスチック、テフロン、ま

   たは同等の種類の材質でできたエンドプラグ（最低半径８ｍｍ）が常時固定さ

   れていなくてはならない。プラグ表面は、可能な限り広くフットレストとして

   のエリアを確保するデザインでなければならない。テクニカルディレクターは、

   この安全性を確保できないと思われるプラグについて拒否する権利を有する。 

 

2.4.10.10 燃料タンク 

a) 燃料タンクは、公認時の形状及び位置が順守されなければならない、しかし、  

  ライダーの好みに合わせて若干の変形が認められる。フレームのアッパーライ   

  ンより下からシート下部部分までのタンクは改造する事が認められる。 

b) 燃料タンクの素材は変更または認証を受けた状態から交換されても良い。 

c) 全ての燃料タンクには、耐火材質(例：燃料セルフォーム、Explosafe 等)、ま  

 たは燃料セルブラダーが取り付けられていなければならない。 

d) 複合素材製の燃料タンク（カーボンファイバー、アラミド繊維、グラスファイ 

 バー等）は、FIM 燃料タンク基準に合格し、燃料セルブラダーに接続されてい 

 なければならない。 

e) 複合素材製の燃料タンクには、FIM 燃料タンク基準合格ラベルが貼付されなけ 

  ればならない。燃料セルブラダーのない燃料タンクは、FIM 燃料タンク基準に 

  準拠している証明ラベルを貼付していなければならない。 

f) そのラベルにはタンクマニュファクチャラー名、タンク製造月日、試験所名が 

  明記される。 

g) 各マニュファクチャラーは、FIM/CCR 事務局に対し、FIM 基準に合格した燃 

  料タンクモデルが燃料タンクラベルのコピーと共に送付されなければならない。 

  FIM 燃料タンクテスト基準及び手順は、FIM より入手することができる。（以下  

 に記す燃料タンク基準参照） 

h) 燃料セルブラダーは、FIM/FCB-2005 仕様に準拠しているかまたはそれ以上 

  のものでなければならない。 
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i) 燃料タンクは、前と後ろからクラッシュプルーフ（抗圧力）アッセンブリーシ 

  ステムにより、確実にフレームに固定されなければならない。ストリームライ 

  ニングへの如何なる部分への取り付けやべヨニットタイプ（差し込み式のもの）   

  の使用は認められない。車検長は、燃料タンクの取り付けが不適格と判断した 

  場合、その使用を拒否することができる。 

j) オリジナルの燃料タンクを改造して、２４リットルの最大容量を達成すること 

  ができる。 

k) タンクの両側をつなぐクロスオーバー・ラインが許可される（最大内径10mm）。   

     l) タンクブリーザーパイプのついた燃料タンクには、適切な材質でできた最低容 

          量 250cc のキャッチタンクに放出するノンリターン・バルブが装備されなくて 

          はならない。 

m) 燃料タンクフィラーキャップは、クイックフィルタイプでなければならない。 

  それは、閉じられた状態の時に漏れ防止になっていなくてはならない。さらに、   

  燃料タンクフィラーキャップは、誤って開いてしまわないように対策が施され 

  ていなくてはならない。 

n) プラクティスで使用したものと同じサイズの燃料タンクが、イベントの間中使 

  用される。 

 

燃料タンクの認証 

a) 非金属材質（アルミニウムを除く）製の燃料タンクは、ＦＩＭが規定するテス

ト手順に従ってテストされる。 

b) 各マニュファクチュラーは、自らの燃料タンクモデルのテストに関して責任を

持ち、当該燃料タンクが、燃料タンクに関するＦＩＭの最低規格に合格した場

合には、そのことを証明する。 

c) 各マニュファクチュラーは、競技用として販売する各燃料タンクに、品質・テ

スト合格ラベルを貼りつける。この品質・テスト合格ラベルは、ＦＩＭの最低

テスト規格に合格した燃料タンクモデルであることを証明するものである。 

d) デザイン、寸法、ファイバー層の数、ファイバーの等級、樹脂のパーセンテー

ジなどが同じ燃料タンクも、同じ品質・テスト合格ラベルによって識別される。 

e) 各燃料タンクに貼られる品質・テスト合格ラベルには、次の情報が記される：

燃料タンク・マニュファクチュラーの名前、製造年月日、パーツ・ナンバーま

たはコード、テスト研究所の名前、燃料容量 

f) 各マニュファクチュラーは、ＦＩＭテスト規格に合格した燃料タンクモデルに

ついて、品質・テスト合格ラベルのコピー（上記ポイント５に従って）を添え

てＦＩＭ／ＣＣＲ事務局に報告する。 
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g) ＦＩＭテスト規格に合格した燃料タンクのみが、ＦＩＭスーパーバイク競技会

で使用できる。 

 

2.4.10.11 フェアリング／ボディワーク 

ａ）フェアリング、マッドガード、およびボディワークは、原則として，マニュ

ファクチャラーが本来製作した公認形状に合致しなくてはならない。 

  ｂ）フェアリングは一般公道用のオリジナルの公認のものから+/-15mm の許容

   誤差が認められるが、デザイン及び公認フェアリングの特徴はそのままとす

   る。ただし、オイルを保持するロワーフェアリング、シートエリア及びスク

   リーンサポートエリアを除く）フロントエリアの全幅は最大;30mm とする。

   テクニカルディレクターの決定が最終のものとされる。 

 ｃ）ウインドスクリーンは交換することができる。 

  ｄ）フェアリングからエアボックスに至るオリジナルのエアダクトは、公認され   

      たモーターサイクルに装備されているものから変更、または置換できる。 

    エアダクト開口部に設置されているオリジナルのパーティクルグリル（小さ   

      な格子）またはワイヤーメッシュは取り除くことが出来る。 

   e） ロワ―フェアリングは、エンジン破損時に、エンジンが使用しているオイル 

とエンジン・クーラント容量の最低半分（最低５リットル）を維持できる構 

造とする。フェアリング開口部の下端は、フェアリングの底から最低 50mm 

     上に設けられる。 

f）ロワ―フェアリングには、２５ｍｍの孔が１個開けられる。この孔はドライコ

ンディションの時には閉じられ、レースディレクターがウェットレースを宣

言した場合にのみ開けられる。 

g）ホイール交換用のエレベーター（スタンド）が使用できるようにするため、お

よびフレームまたはエンジンにプラスチック製のプロテクティブコーンを装

着するため、フェアリングを最少限変更することが許可される。 

h） オイルクーラーへの吸入エアーを増量するために、フェアリング、またはボ

ディワークに孔をドリルで開ける、または切り込むことができる。10ｍｍ以

上の大きさの孔は、メタルガーゼ、または目の細かいメッシュで覆われなく

てはならない。メッシュは周囲の材質に合うようペイントされなくてはなら

ない。 

i)  左右のフェアリング/ボディーワークセクションにある冷却用の開口部は、ス

ポンサーのロゴ/レタリングを取り付けるためにのみ一部を閉じることが出

来る。このような改造はワイヤーメッシュを使用するかプレートに穴を開け

ることとする。素材は自由とするが開口部中央部からの距離、サークルセン

ター及び直径は常に同じものとする。穴または貫通箇所は開口比率＞60％と
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する。 

   j）フロントマッドガードは、原則として、本来マニュファクチュラーが製作した   

     認証形状に合致しなくてはならない。 

  k）フロントマッドガードに孔を開けて、冷却効果を上げることができる。 

    10ｍｍ以上の大きさの孔は、メタルガーゼ、または目の細かいメッシュで覆わ 

   れなくてはならない。メッシュは周囲の材質に合うようペイントされなくては 

  ならない。 

  l）リアマッドガードは追加、または取り外すことができる。 

  m）フロントマッドガード、リアマッドガード、フェアリングの構造の材質 

   は、公認されたモーターサイクルに装備されているものから変更、または置

換できる。 

n）車両公認時の実際の外観、形状、サイズ及びフロントヘッドライトの位置は守

られなければならない。車両の前面にはプラスティックまたはメタリックフ

ィルムが取り付けられていなければらなない。 

  

2.4.10.12 シート 

a) シートは、公認されたモーターサイクルに装備されているものから変更、また 

   は置換できる。 

b) シート周辺のリアボディワークの上半分をソロシートに改造することができ   

 る。 

c) 前後およびサイドからの外観は、原則として認証形状に合致していなくてはな 

   らない。 

d) シート／リアカウルは、マシンのナンバーがはっきり見える状態になくてはな 

   らない。 

  e) シート、またはリアカウルに孔を開けて冷却効果を増すことができる。10mm

    以上の大きさの孔は、メタルガーゼ、または目の細かいメッシュで覆われなく

    てはならない。メッシュは周囲の材質に合うようペイントされなくてはならな

    い。 

 f) シートの構造の材質は、公認されたモーターサイクルに装備されているものか

    ら変更、または置換できる。 

 

2.4.10.13 リアセーフティーライト 

全ての車両のリアシート後部には作動するレッドライトが装備されていなければ

ならない。このライトはウェットが宣言された時点でトラック上またはピットレ

ーンでの走行時に点灯されなければならない。 
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全てのライトは下記に準拠していなければならない。 

a) 光の方向は、車両のセンターライン（レース進行方向）と並行とし、車両の中

心から最低左右15度の範囲の後方から明確に視認出来るものでなければなら

ない。 

b) それはシート・リアボディーワークの後端の車両の中心部に装備されていなけ

ればならない。取り付け位置またはリア・セーフティーライトの視認性に関す

る議論が生じる場合、ＦＩＭスーパーバイクテクニカルディレクターの決定が

最終のものとする。 

c) 出力・光度は約１０～１５Ｗ（白熱球）または 0.6～1.8Ｗ（LED）とする。 

d) 出力は継続的なものとし、トラック上にある時は常に点灯し、ピットリミッタ

ーが作動した時のピットレーン上では点滅させる。 

e) このライトはスイッチで点灯、消灯が出来るものとする。 

f) テクニカルディレクターは、この安全上の目的にそぐわない如何なるライトシ

ステムも拒否する権利を有する。 

 

2.4.11 下記のアイテムは公認されたモーターサイクルに装備されているものから変更、

または置換できる 

a) どのタイプの潤滑油、ブレーキ液、またはサスペンション液を使用しても良い。 

b) ガスケット及びガスケット素材 

c) どのタイプまたはブランドのベアリング（ボール、ローラー、テーパー、プレ

    インなど）を使用しても良い。 

d) ファスナー（ナット、ボルト、スクリューなど）、エンジン内部ボルトは公認

   時の材質またはそれ以上の材質のものでなければならない。 

e)  ヘリコイル及びタイムサーツのような異なる材質のインサートによるスレッ

    リペア 

f) 外部の表面加工、およびデカール 

 

2.4.12 下記のアイテムは取り外すことができる 

a) インストルメント、インストルメントブラケット、および関連ケーブル 

b) タコメーター 

c) スピードメーター、およびホイールスペーサー 

d) チェーンガード 
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2.4.13 下記のアイテムは取り外さなければならない 

a) ヘッドランプ、リヤランプ及び方向指示器（フェアリングの一部となってい

     ない場合）。開口部は適切な素材で覆われていなければならない。 

b) バックミラー 

c) ホーン 

d) ライセンスプレートブラケット 

e) ツールボックス 

f) ヘルメットフック及び荷物用フック 

g) パッセンジャー用フットレスト 

h) パッセンジャー用グラブレール 

i) セーフティーバー、センター及びサイドスタンドは取り外されなければなら

     ない。（取り付けようブラケットは残されていなければならない） 

 

2.4.14 下記のアイテムは変更されなくてはならない 

a) モーターサイクルには、ハンドルバーのいずれかの側に（ハンドグリップを握   

   った状態で手が届くところに）、可動しているエンジンを停止することのでき 

   る正常に作動するイグニッション・キルスイッチ、またはボタンが装備されな 

   くてはならない。 

b) スロットルコントロールは、手で握っていない時には自動的に閉じるタイプと 

   する。 

c) すべてのドレーンプラグはワイヤーロックされる。外部のオイルフィルタース   

   クリューおよびボルトでオイル・キャビティに進入するものは、安全にワイヤ 

   ーロックされる（すなわち、クランクケース等）。 

d) ブリーザー、またはオーバーフローパイプが装着される場合、これはすでに存 

   在する排出口から放出する。オリジナルのクローズドシステムが維持され、外 

   気への直接排気は禁止される。 

 e) モーターサイクルには、オイルプレッシャーが降下した時に点灯する赤いライ

   トがインストルメントパネル上に装備されていなければならない。 
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2.5 スーパースポーツ技術規則 

 

本規則は、安全性、研究開発及びさまざまなモーターサイクル理念における競技の発展の

目的においてのみ、公認されたモーターサイクルに変更を許可するものである。 

 

本規則に明記され、許可されたこと以外は厳禁される 

 

パーツまたはシステムが本規則の如何なる条項にも明記されていない場合、禁止される。 

 

スーパースポーツモーターサイクルにはＦＩＭの公認（スーパーストック、スーパースポ

ーツ及びスーパーバイク車両公認手順参照）が必要とされる。すべてのモーターサイクル

は、公認されたマシンにすでに装備されているものを除き、すべての点で技術規則に明記

されているロードレースの条件に適合しなくてはならない。 

 

車両が一度公認されたら、最大 8 年間に亘り、または新たな規則または当該車両の対処と

なるクラスの技術規則の変更により当該車両が使用不可能となるまで、当該クラスのレー

スに使用することが出来る。 

 

スーパースポーツモーターサイクルのフロント、リア、および側面からの外観は、（別記さ

れない限り）原則として認証された形状（本来マニュファクチュラーが製作した形状）に

合致しなくてはならない。エキゾーストシステムの外観については本規則から除外する。 

 

2.5.1 車両の仕様 

本規則に明記されていない全てのパーツはマニュファクチャラ―が認証用に製作

した状態でなければならない。 

 

2.5.2 エンジン形状及び排気量 

 400 ㏄を超え 600 ㏄まで 4 ストローク 4 気筒 

 500 ㏄を超え 675 ㏄まで 4 ストローク 3 気筒 

 600 ㏄を超え 750 ㏄まで 4 ストローク 2 気筒 

 

 排気量は公認サイズが維持されなければならない。クラスリミットに到達させる

 ためのボア及びストロークの改造は認められない。全てのモーターサイクルは自

 然吸気でなければならない。 
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2.5.3 数種類の車両バランスの基本理念 

スーパースポーツ世界選手権において異なるエンジン特性を持つ車両のパフォー

マンスの均一化の為、車両パフォーマンスによって最低車両重量を適用する。（こ

のような最低重量、エアリストリクターまたは REV リミットはそれらのレース性

能に則り適用される）バランスシステムに関する決定は公平を期するためにスー

パーバイク委員会がいつでも行うことが出来る。 

 

2.5.４.1 最低重量 

 600cc ４気筒  161Kg 

 675cc 3 気筒  161Kg 

 750cc 2 気筒  161Kg 

  

 イベントのいかなる時においても、マシン全体の車重（燃料タンクを含む）は、

最低車重以下であってはならない。 

 

 最低車両重量への許容誤差は設定されない。 

 

各レース終了後の最終車検時に、選ばれたマシンの車重が、レースを終えた状態

で測定される。マシンは、レースを終えた状態で車重規定に合格していなくては

ならない。すなわち、マシンには、一切のものを追加することができない。これ

は全ての液体を含む。 

      

プラクティス、およびクォリファイセッションの際に、マシンの車重検査をピッ

トレーンで受けるようライダーに要請が出されることもある。 

 

最低重量を満足するため及びハンディキャップシステムのためにバラストを使用

することが認められる。バラストの使用と重量ハンディキャップは事前車検時に

ＦＩＭスーパーバイクテクニカルディレクターに報告されなければならない。 

   

2.5.5 ナンバープレートの色 

スーパースポーツのナンバープレートにおける下地の色と文字（数字）の色は、白

地に青文字とする。 

 

すべてのフロントナンバーの寸法は： 最低高 ：   140ｍｍ 

                          最低幅 ：   80ｍｍ 

                     数字の最低の太さ：  25ｍｍ 
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      文字間の最低幅：   10ｍｍ 

すべてのサイドナンバーの寸法は：    最低高 ：   120ｍｍ 

                            最低幅 ：    70ｍｍ 

                         数字の最低の太さ：   25ｍｍ 

      文字間の最低幅：   10ｍｍ 

 

ライダーに割り当てられたナンバー（及びプレート）は、下記のとおりマシンに

表示されなくてはならない。 

a) フロントには１ヶ所表示される。これはフェアリングの中央、または左右どち

らか側に若干寄せる。数字は白地中央に位置し、その周囲 25ｍｍは如何なる

広告も禁止される。 

b) 車両のロワーフェアリング両側面後方にあるサイドナンバー。数字は白地中央

に位置していなければならない。この位置の変更はスーパーバイクテクニカル

ディレクターによって第 1 戦の最低 2 週間前に承認されていなければならな

い。 

c) ナンバーは、事項２に明記しているフォントを使用しなければならない。こ   

のフォント、ナンバーのデザイン及びレイアウトを使用していないいかなる   

ナンバーも第 1 戦の最低 2 週間前までにスーパーバイクテクニカルディレク 

ターの事前承認を必要とする。全ての数字はスタンダード様式でなければな   

らない。 

d) 如何なる輪郭（縁取り）も対照色とし、最大３ｍｍとする。バックグラウン   

ドの色はナンバーの周囲（輪郭含む）で明確に識別できなければならない。   

蛍光色またはミラータイプのナンバーは認められない。 

e) ナンバーはオーバーラップ（重複）してはならない。 

 

ナンバーの視認性に関して論議が生じた場合、ＦＩＭスーパーバイクテクニカル

ディレクターの決定が最終的なものとなる。 

 

2.5.6 燃料 

すべてのエンジンは、最大鉛含有量 0.005ｇ／ｌ（無鉛）および最大ＭＯＮ９０

の通常の無鉛ガソリンで作動しなくてはならない（完全な燃料仕様に関しては事

項 2.7 も参照）。 
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2.5.7 タイヤ 

a) タイヤは、全サイズが準備され、サイドウォールには一般市販タイヤである 

  マーキングが施されている完全なモールドタイプのタイヤでなければならな 

  い。レース前の車検時点で、タイヤ・トレッドの深さは、トレッド（パター 

  ン）全幅に関して最低 2.5ｍｍとする。タイヤは、96％のポジティブトレッ 

    ドと４％のネガティブトレッドがなければならない。（陸及び海洋比率）タイ 

  ヤの外端とトレッドの 50％部分の最大距離は 35ｍｍとする。 

b)  フロントは１サイズ、リヤは２サイズが認められる。フロント、リヤの各サ   

  イズは、同じトレッドパターンとし、一般公道用市販タイヤとして供給され 

  ているものでなければならない。マニュファクチャラーは、フロント１、リ 

  ア２のパターンを認可申請できる。新規認証タイヤパターンが商会された後 

  一年間はその前のパターンも使用することができる。 

c) 使用される全てのタイヤは、タイヤマニュファクチャラーが生産時につける識 

  別番号か、明確に視認できるカラーマーキングが施される。 

d) ライダーの判断により、インターミディエイトまたは雨天用タイヤを使用す 

  ることができる。雨天用タイヤは完全なモールド（型によって成型されたも 

  の）タイプとする。ハンドカットタイヤの使用は認められない。雨天用タイ 

  ヤには NOT HIGHWAY USE または NHS とマークされていなければなら 

  ない。 

e)  各大会における使用できるリヤタイヤの数は 18 本とする。（フロントタイヤ 

  は８本、リアタイヤは 10 本） 

f) 常にライダー1 名に付き、最大 11 本のタイヤを装備しておくことが出来る。 

g) 大会期間中に使用する各タイヤには、FIM スーパーバイクテクニカルディレク

ターがナンバーを付した粘着ステッカーによりマーキングが施されなければ

ならない。ステッカーは、フロントとリア用では色が異なる。 

h) スーパースポーツレースのみ、ウェットまたはインターミディエイトタイヤに

タイヤステッカーのマーキングは必要とされない。これらのタイヤは使用本数

には含まれない、しかし、タイヤ供給本数には含まれる。 

i) タイヤステッカーは、前日の最初のプラクティス後に、その使用に関する責任  

を有するチームに対し密封された封筒に入れられ配布される。 

 j) ステッカーはタイヤの左側サイドウォールに貼付されなければならない。オフ

   ィシャルは、ピットレーンにおいてタイヤがステッカーを貼付されているか

   どうか全てのモーターサイクルを確認する。 

 k) 公式ステッカーの無い車両を使用した場合、適切な対応を取るレースディレ    

     クションに速やかに報告される。 
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 ｌ） 如何なる改造または処理（カッティング、グルービング等）も禁止される。 

 ｍ) 大会開始時に、公式サプライヤーは、ＦＩＭスーパーバイクテクニカルディ

   レクターにより当該大会に使用する各タイヤのタイプ毎に 4 本づつのサンプ

   ルを提出する事が要請される場合がある。 

ｎ) 各選手への割り当ては、タイヤ供給会社代表、チーム、ライダーも関与しな    

  いところで、無作為に行われる。このタイヤには個々に識別され、チームメー 

   トを含むライダー間の交換が出来ないようにされ、指定後はタイヤ供給会社も   

   レースディレクションの許可が無ければ変更することが出来ない。 

 o) 例外的ケースを除き、ステッカーが損傷したり、誤使用をした場合、ＦＩＭ

   スーパーバイクテクニカルディレクターの独断により最大 2 枚の追加のステ

   ッカーを与えることが出来る。しかし、損傷のあるステッカーまたは申請さ

   れたタイヤが無傷のままＦＩＭスーパーバイクテクニカルディレクターに変

   換されなければならない。 

 

2.5.8 エンジン 

各チームが選手権全戦を通して使用する事の出来るエンジンの数は６基とする。 

ヨーロッパ選手権の場合の使用することのできるエンジンの数は 4 基とする。 

 

 封印とその使用の詳細は事項 2.3.9 参照 

 

 以下に記すエンジン構成部品は、特筆されない限り、公認されたモーターサイク

ルから変更されてはならない。 

 

l) 公認されたエンジン・デザイン・モデルは変更することができない。 

m) クランクケース、シリンダー、シリンダーヘッド、およびギヤボックスハウジ

ングの公認された材質および鋳造が使用されなくてはならない。 

 

2.5.8.1 フュエルインジェクションシステム 

2.5.8.1.1 フュエルインジェクションシステムには、スロットルボディー及び可変長イン 

テークトラクト、燃料ポンプ、燃料プレッシャーレギュレーターが含まれる。

  

a) 公認時のオリジナルの燃料インジェクションシステムが改造なしの状態で

使用されなければならない。 

b) フュエルインジェクターは完全なストック状態とし、製造時のオリジナルの

仕様から一切の変更は認められない。 

c) スロットルボディー・インテーク・インシュレーターは改造することが出来
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る。 

d) 取り付け位置を含むエアファンネルは、マニュファクチャラ―が認証用に製

作した車両のものから変更または交換することができる。 

e) バタフライを変更、または改造することはできない。 

f) 可変長インテークトラクト装置は公認車両に装備されていない場合、追加す

る事は認められない。また、それは公認時と同様の作動システムが維持され

ていなければならない。 

g) ヴァキュームスライドをオープンポジションに固定することができる。 

h) 2 次スロットルバルブ及びシャフトの取り外しまたはオープンポジション

への取り付け、電気回路の切断及び取り外し。 

i) 空気及び空気と燃料の混合気は、スロットルバタフライを経由して燃焼室に

取り込まれなければならない。 

j) ライド・バイ・ワイヤーシステムとして知られている電子コントロールスロ

ットルバルブは、公認車両時にこのシステムが搭載されている場合に限り使

用が認められる。安全システムと手順は常に維持され作動できなければなら

ない。 

 

2.5.8.2 シリンダーヘッド 

シリンダーヘッドは公認を受けた状態に維持されなくてはならない。下記の改造

が許可される。 

a) シリンダーヘッドのポーティング及び研磨は、燃焼室を含む通常のシリン

ダーヘッドのガスフローのためのチューニングに関連するもののみ認めら

れる。溶接は禁止される。カムボックス/バルブメカニズムエリアのみ機械

加工または改造が認められる。 

b) インレット及びエキゾーストポートの材質の切削または追加（溶接は禁止

される）ポートの形状を変更するためにエポキシの使用が認められる。 

c) ガスケット側のシリンダーヘッド表面の処理 

d) オリジナルのバルブガイドはカットまたは改造することができるがインテ

ークまたはエキゾーストサイドのみとする。 

e) 燃焼室の研磨 

f) オリジナルのバルブシートが使用されなければならないが、形状の変更は

認められる。 

g) 圧縮費は自由とするが、燃焼室は材質の削除のみの改造とする。 

h) シリンダーヘッドに上記以外の如何なる材質も加えてはならない。 

i) ロッカーアームがある場合、公認時のままでなければならない。 

j) バルブは公認時のものが維持されていなければならない。 
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k) バルブスプリングは変更することができるが、その数は公認時と同じでな

ければならない。 

l) バルブスプリングリテイナーは交換、改造することが出来るが、重量はオ

リジナルのものと同等かそれ以上でなければならない。 

m) シムバケット/タペットは公認時のものを維持していなければならない。 

 

2.5.8.3 カムシャフト 

  a) 駆動方式は公認を受けた状態に維持されなくてはならない。 

 b) カムシャフトのデュレーションは自由だが、最大リフトは公認を受けた状態

   に維持されなくてはならない。 

 c) カムチェーン、またはカムベルト･テンショニング･デバイスは変更または改造

   することができる。 

 d) 車検において：ダイレクトカムドライブシステムに関してカムローブリフト

   が計測される。ノンディレクトカムドライブシステム（例：ロッカーアーム）

   に関して、バルブリフトが計測される。 

 

2.5.8.4 カムスプロケットまたはカムギヤ 

カムスプロケットまたはカムギヤは、カムシャフトタイミングのために改造、ま

たは交換することができる。 

 

2.5.8.5 シリンダー 

  a) シリンダーは公認を受けた状態に維持されなくてはならない。 

  b) シリンダーには、下記の改造のみが許可される。シリンダーガスケットの表面

    は、圧縮比の調整、またはシリンダー面の歪みを修理するために機械加工する

    ことができる。 

  c) シリンダーには、公認時の材質および鋳造が用いられなくてはならない。表面

    加工とボアが維持されなくてはならない。 

 

2.5.８.6 ピストン 

  a) ピストンは公認を受けた状態に維持されなくてはならない。 

  b) 研磨と軽量化は許可されない。 

 

2.5.８.７ ピストンリング 

a) ピストンリングは公認を受けた状態に維持されなくてはならない。改造は許可 

  されない。 

b) 全てのピストンリングが装着されていなければならない。 
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2.5.８.８ ピストンピンおよびピストンクリップ 

ピストンピン、およびピストンクリップは公認を受けた状態に維持されなくては

ならない。改造は許可されない。 

 

2.5.8.９ コネクティングロッド 

  a) コネクティングロッドは公認を受けた状態に維持されなくてはならない。 

  b) 研磨と軽量化は許可されない。 

 

2.5.８.10 クランクシャフト 

  a) クランクシャフトは公認車両どおりとし、如何なる改造も許可されない。 

 b) 研磨と軽量化は許可されない。 

 c) フライホイールの改造は許可されない。 

 

2.5.8.11 クランクケース/ギヤボックスハウジング 

a) クランクケースは、公認を受けた状態に維持されなくてはならない。改造は許 

  可されない（ペイント、研磨、および軽量化を含む）。 

b) クランクケース内に吸引するためのポンプを追加する事は認められない。吸引 

  ポンプが公認時に装備されている場合、それは公認時の使用方法以外は認めら 

  れない。 

c) 他のエンジン･ケースは、２次カバーを除き、公認時の材質でできていなくて 

  はならない。 

 

2.5.8.11.1 側面カバー及びプロテクション 

a) 側面（サイド）カバーは変更、改造または交換することができる。交換した 

  場合、カバーは、オリジナルと同等またはハイスペック代用品の負担強度以   

  上のものとし、カバーの総重量はオリジナルのものより軽量であってはなら 

  ない。 

b) 側面カバーを留めるためにチタニウム製のボルトを使用することが出来る。 

 c)  全ての 2 次カバー、オイルを含むエンジンケースで、クラッシュ中、または

   転倒後に地面と接触する恐れのあるカバーは、アルミニウム合金、ステンレ

   ススチール、スチールまたはチタニウム等の金属でなければならない。 

d)  2 次カバーは、オリジナルのカバーの少なくとも 1/3 をカバーしていなけれ    

    ばならない。 

e)  アルミニウムまたはスチール製のプレートまたはクラッシュバーも認められ 

   る。このカバーは突発的な衝撃、摩擦、転倒のダメージに対しても耐えうる      

    設計でなければならない。 
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f)  ＦＩＭ公認カバーは、その材質に関わらず使用が認められる。 

g)  これらカバーは、確実かつ頑強に取り付けることとし、クランクケースに固 

    定されているオリジナルのカバーまたはエンジンカバーにスクリュー留めさ 

    れる。 

h)  オイルを含むエンジンカバーは、アルミニウム製のボルトで固定してはなら 

    ない。 

i） テクニカルディレクターは、有効でない事が実証された如何なるカバーの使用 

   も拒否する権限を有している。 

 

2.5.８.12 トランスミッション／ギヤボックス 

a) シーズンを通して 1 セットのギヤボックスレシオのみ認められる。そのレシオ 

 は自由に選択できる。 

b) 選択したレシオは、第 1 戦が始まる前に宣言しなければならない。 

c) ギアデザイン及び材質は自由とする。 

d) ギヤボックスをトラックで変更することは認められない。ギヤボックスの破損 

   はエンジン破損と同じことを意味する。 

 e) ギヤの数は公認時と同じ状態に保たれていなければならない。 

 f) プライマリーギヤは公認時と同じ状態に保たれていなければならない。 

 g) クイックシフトシステムが認められる。 

 h) トランスミッションシャフトのレイアウトは、公認モーターサイクルと同じで

   なければならず、材質とレシオは変更することが出来る。 

 i)  シフトドラムは公認時のものと同じでなければならないが、研磨及び表面処理

   は認められる。 

 j)  セレクターフォークは交換可能とする。しかし、フォークは同じギアとかみ合

   わされるものとし、その機能は公認モーターサイクルと同じでなければならな

    い。 

 k) カウンターシャフトスプロケット、リアホイールスプロケット、チェーンピ  

    ッチ、およびチェーンサイズは変更することができる。 

 l) リアフェンダーと一体でないチェーンガードは取り外すことが出来る。 

 

2.5.８.13 クラッチ 

a) クラッチのタイプ（湿式、または乾式）、および作動方法（ワイヤーによって、 

   または油圧で）は公認を受けた状態に維持されなくてはならない。 

  b) フリクション及びドライブディスクは変更することができる。 

 c) クラッチスプリングは変更することができる。 

 d) クラッチバスケット（外側）は強化することができる。 
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 e) オリジナルのクラッチアッセンブリ－は、バックトルクリミッター機構(スリッ

    パータイプ)への改造が認められる。 

 f) 一般公道用車用に装備されていない場合、如何なるパワーソース（油圧式、電 

   気式）のギヤ作動システムの作動は認められない。人力は禁止事項から除外さ

   れる。 

 

2.5.8.14 オイルポンプ、ウォーターポンプおよびオイルライン 

a) 改造が認められるが、ポンプハウジング、取り付け位置及びオイル供給ポイン   

   トはオリジナルの状態でなければならない。 

b) オイルラインは、改造、または交換できる。正圧を含むオイルラインを交換す 

   る場合、ばち形、またはトレッドのあるコネクターのついたメタル強化構造の 

   ものと交換する。  

c) ウォーターポンプは公認時のものと同じでなければならない。 

 

2.5.8.15 ラヂエター/オイルクーラー 

a) エンジンクーラントリキッドとして認められているのは水のみとする。 

b) ラヂエターはアフターマーケットのものに変更、または、スタンダードの位置 

  に設置でき、メインフレームまたはフェアリング外観に如何なる改造も施さな 

   い場合、ラヂエターを追加することができる。 

c) 公認時のオイルクーラーを変更することはできるが、メインフレームへの改造 

   を必要とせずに、フェアリングの外観を変えない場合に限られる。熱変換（オ 

   イル／水）は、オイルクーラーに変更する事が出来る。 

 d) クーリングシステムホース及びキャッチタンクは交換することが出来る。 

 e) ラヂエタ―ファン及びワイヤリングは変更、改造、交換することができる。 

 f) オイルクーラーの追加は認められない。 

 g) オイルクーラーはリアマッドガード上またはその上方に設置されてはならない。 

 

2.5.8.16 エアボックス 

a) エアボックスは、本来マニュファクチュラーが公認マシン用に製作した状態に 

   維持されなくてはならない。 

  b) エアフィルターエレメントは取り外すか交換することができる。 

  c) エアボックスドレーンは密封されなくてはならない。 

  d) すべてのモーターサイクルには、クローズドブリーザーシステムが採用されな

    くてはならない。オイルブリーザーラインは、エアボックスに連結され、これ

   に放出する。 
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e) フェアリングからエアボックスへのＲＡＭエアチューブまたはダクトは改造、 

   変更または取り外すことが出来る。チューブまたはダクトが有効とする場合、 

   それらはエアボックスのオリジナルの進入位置になければならない。 

 f) エアボックスへのヒートプロテクションを施してはならない。 

 

2.5.８.17 燃料供給 

a) 燃料ポンプ及び燃料プレッシャーレギュレーターは、公認時のものを維持して

    いなければならない。 

b) 燃料プレッシャーは公認時のままとする。 

 c) 燃料タンクからインジェクターへの燃料ライン（燃料ホース、デリバリーパイ

    プアッセンブリ―、ジョイント、クランプ、燃料キャ二スター）は、変更する

    ことができる。 

 d) クイックコネクター、またはドライブレーキクイックコネクターを使用するこ

    とができる。 

  e) フュエル・ベント・ラインは交換することができる。 

 f) 燃料フィルターを追加することができる。 

  

2.5.８.１８ エキゾーストシステム 

a) エキゾーストパイプ、およびサイレンサーは、改造、または変更できる。キャ 

   タリティック（触媒）コンバーターは、取り外されなければならない。 

  b) エキゾーストの排出口の数は、公認を受けた状態に維持されなくてはならない。

  その出口の位置は、公認を受けた状態と同じ側になければならない。 

c) 安全上の理由から、エキゾーストパイプ出口の先端は、シャープエッジを避け 

  るべく丸められていなければならない。 

d) エキゾーストシステムのラッピング（包むこと）は、熱から保護する目的で、 

  ライダーの足の部分、またはフェアリングと接触する部分に施す場合以外は禁 

  止される。 

  e) スーパースポーツのノイズリミットは 107ｄＢ／Ａ（レース後の許容誤差３   

   dB/A とする）である。 

 

2.5.91. 電気および電子 

 a) ECU は FIM 公認スーパーストック 600※（スーパースポーツ版）キット※※

    用リストのものでなければならない。（スーパースポーツ規則に合致するため、

  異なる rpm で異なるパーツナンバー、及びベース ign/fuel マップの場合があ

  る。外観は同じ ECU とし、同じカリブレーションソフトウェアを使用し、直接

  的に変換及び同じ方式で作動しなければならない。コンポーネント価格は同じ
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  でなければならない。価格リミットはその他コンポーネントと合算することは

  出来ない。 

 

※ スーパーストック 600 におけるソフトウェア、チューニングツール、調

整/コネクティングケーブル、起動、ワイヤリングハーネスの移行及びス

トラテジーに必要とされる特別（交換）センサーを含むフルシステムの一

般小売価格は 2500 ユーロ（付加価値税を除く、最低 1 つのヨーロッパ

内、アメリカ内のサプライヤー）とする。 

※※ キット ECU は、マニュファクチャラーを介して小売業者またはディー

 ラー/ディストリビューター世界中で入手可能でなければならず、公認は

 モーターサイクルマニュファクチャラーまたは公式の子会社によっての

 み申請することが出来る。これはレース専用であるが、その購入に規制

 を設けることは出来ない。 

 

 b) ソフトウェア及びファームウェアはマシンのマニュファクチャラーによって   

  のみ承認され、供給が認められる。 

 c) マニュファクチャラーは、FIM に、ソフトウェアチェックを行うためのツール

  /ソフトウェアを提供しなければならない。 

 d) シーズンを通して、マニュファクチャラーはソフトウェアをアップデートを行

  うことが出来、アップデートは、当該システムの全ユーザーに対して無償で行

  うものとする。 

 e) モーターサイクルマニュファクチャラーによって販売される公認モデル用の  

  オプション備品はバイクとともに公認されず、公認電子部品/データロガーの要

  件に従わなければならない。 

 f) 下記ストラテジーは認められない。 

  (a) トラックションコントロール（アンチスピン/rpm レート変更を含む） 

  (b) ランチコントロール 

  (c) アンチウィーリー 

   (d) クローズトループエンジンブレーキコントロール 

   (e) コーナー・バイ・コーナー/距離基準調整） 

  (f) ライダー調整トリム 

  注： 各シーズン、世界スーパースポーツ選手権に年間エントリーしている多

  くのマシンが標準装備として当該ストラテジーを適用しているか、また

  は世界スーパースポーツ選手権にマシンを参加させている MSMA メン

  バーの多くが使用に同意した場合、認められるストラテジーリストが改

  定される。 
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g) モード（マップ）スイッチは認められ、それは、メインフュエルテーブル及び

/またはイグニッションテーブルを変更または整えられる。エンジンブレーキ

モードスイッチが認められ、エンジンブレーキセッティング時に使用される。

これらは一つのオプショナルセッティングのためのスイッチとする。 

h) 外部クイックシフトモジュール（ラムダセンサー含む）を加えることが出来、

イグニッション、インジェクターまたは ECU への信号の送信を遮断する。こ

れらは公認クイックシフターリストにあり、750 ユーロ（付加価値税を除く）

を超えてはならない。クイックシフト以外の機能を備えていてはならない。 

i) 外部フュエルコントロールモジュール（ラムダセンサー含む）は追加すること

が出来、それは公認モジュールのリストから選択される。その他機能を備えて

はならないが、イグニッションタイミング調整だけに限られない。 

j) その他外部モジュールは取り付けられても良い。 

k) セントラルユニット（ECU）は位置変更することが出来る。 

l) 大会期間中、テクニカルディレクターは、チームに対して ECU または外部モ

ジュールをマニュファクチャラーからのサンプルへの変更を要請することが

出来る。変更は日曜日のウォームアップまでに行われる。 

m) 公認を受けるために、ECU キット、キットハーネス及びチューニングツール

と外部モジュールのサンプルは、マニュファクチャラーから FIM テクニカル

ディレクターに対して、選手権の開始 3 週間前までにテクニカルデータと販

売価格とともに送付されなければならない。 

n) 認められる OEM ECU センサー/チャンネルは（これらはログを取られる） 

(a) スロットルポジション（複数可） 

(b) マップセンサー、マップ Sync（スタート時のエンジンをシンクロナイズ

するインテークポート上のプレッシャーセンサー） 

(c) エアボックスプレッシャー 

(d) エンジンピックアップ（カム、クランク） 

(e) ツイストグリップポジション 

(f) リアスピードのみ（フロントスピードセンサーンは認められない） 

(g) ギアボックスアウトプットシャフトスピード 

(h) ギアポジション 

(i) エアプレッシャー 

(j) 水温 

(k) 大気温 

(l) ティップオーバースイッチ（傾斜角） 

(m) ギアシフトロードセル 
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(n) ラムダ（センサーコントローラーは追加可能）（シングルのみ、OEM パ

ーツは変更可能） 

o) ロギングが認められるセンサー 

(a) トランスポンダー/ラップタイムシグナル 

(b) フォークポジション 

(c) ショックポジション 

(d) フロントブレーキプレッシャー 

(e) リアブレーキプレッシャー 

(f) フュエルプレッシャー（温度以外） 

(g) オイルプレッシャー 

(h) オイル温度 

(i) GPS ユニット（ラップタイミング及びトラックポジション） 

(j) リアタイヤ温度（Infra-Red）（外部）（最大３） 

p) データロガーは FIM 公認データロガーリストから選択しなければならない。

公認データロギングシステムの特徴は 

(a) ユニット（ハードウェア＋ソフトウェア、センサー及びワイヤリングハー

ネスを除く）の最大小売価格は 3000 ユーロ（付加価値税除く）を超え

てはならない。 

(b) データロギングユニットは一般に販売されるものとし、FIM 公認データロ

ガーリストに掲載されなければならない。 

(c) ECU から公認データロガーへの CAN（または他のデータプロトコール、

k-line, Lin）コミュニケーションは CAN チャンネルロガーへの規制なし

に認められる。 

(d) データロガーは他のストラテジー/コントロール用に使用してはならない。 

(e) 追加のセンサー（データロガーへ連結されている）は、認められているセ

ンサーリストにあるものでなければならない。 

(f) CAN モジュールへのアナログは、データロギングシグナル捕捉のために

使用することが出来る。 

q) テレメトリーは認められない。 

r) 慣性測定装置（IMU）の使用が認められる。 

s) エンジンが始動している場合やバイクが奏功したいる場合、データ交換または

セッティングのためにバイクとの縁かっく操作またはワイヤレス操作は禁止

される。 

t) ダッシュボード/ディスプレイ/タコメーターは自由とするが、スタンダードダ

ッシュボードの機能（スイッチ配置及びディスプレイを含む）をするものであ

り、スーパーストックキットに含まれていない限りバイクへのその他ロジック
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機能を果たしてはならない。これにはでたーロガーを含むこととする。 

u) エレクトリックケーブル、ハーネス、コネクター、バッテリー及びスイッチは

自由とする。 

v) スパークプラグ、プラグキャップ、コイル及びワイヤ―は変更しても良い。 

 

2.5.10 メインフレーム及びプレアッセンブル・スペアフレーム 

大会期間中、各ライダーは、車検に提示されフレームに明確なシールによって識

別された完全な車両 1 台のみ使用する事が出来る。フレーム交換が必要となった

場合、ライダーまたはチームはＦＩＭスーパーバイクテクニカルディレクターに

対しスペアフレームの使用を申請しなければならない。 

 

プレアッセンブル・スペアフレームはＦＩＭスーパーバイクテクしかるディレク

ターに提示し、車両を組み上げるための許可を取らなければならない。 

プレアッセンブル・スペアフレームは下記に限定される。 

・ メインフレーム 

・ ベアリング（ステアリングパイプ、スイングアーム等） 

・ スイングアーム 

・ リアサスペンションリンケージ及びショックアブソーバー 

・ アッパー及びロワ―トリプルクランプ 

・ ワイヤリングハーネス 

 

スペアフレームは、ＦＩＭスーパーバイクテクニカルディレクターの許可をもら

う前にライダーまたはチームがピットボックス内に置くことは禁止される。 

 

補修が完成した車両は、車検員によって走行前に安全確認が行われ、車両のフレ

ームに新たなシールが貼付される。 

 

手順の説明 

事前車検には 1 台の完全な車両のみ提示する事が出来、トラック上及びプラクテ

ィス、クォリファイ、スーパーポール、レース中のピットボックス内にも 1 台の

みが認められる。 

 

車両のフレームはＦＩＭスーパーバイクテクニカルディレクターまたは彼の指名

するスタッフによってシールが貼付される。シールには識別番号が記載され、記

録される。シールをはがそうとする場合、そのシールは損傷し、元に戻すことは

出来ない。 
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大会期間中の如何なる時も車検員はＦＩＭスーパーバイクテクニカルディレクタ

ーの指示の基、シールを確認し、車両のものか登録したライダーのものか確認す

る事が出来る。各フレームには特定の番号が刻印されていなければならない。ス

テアリングヘッド上が推奨される。 

 

車両が転倒または事故による損傷を受けた場合、車両の復元の為に一連の走行装

置を組み込んだシャーシー（ローリングシャ―シ―）を使用する事が認められる。 

 

スペアフレームはは、事前に下記が組み込まれたものを言う。 

メインフレームアッセンブリ―、スイングアーム、リアサスペンションリンケー

ジ、ショックアブソーバー、ステアリングヘッドベアリング、アッパー及びロワ

―トリプルクランプ及びワイヤーハーネス 

 

チームが損傷を受けた車両がフレームの交換が必要と決断した場合、ＦＩM スー

パーバイクテクニカルディレクターに報告しなければならない。認められた場合、

プリアッセンブル（事前に組み込まれた）スペアフレームをピットボックスに持

ち込むことが出来る。 

 

損傷した車両から代替え車両へパーツを載せ替えることが認められる。 

 

車両の修復が完了した後、車検及び安全チェックを受け、公式シールを貼付され

なければならない。損傷車両のシールは車検員によって剥がされ、このシャーシ

ーは大会期間中に使用する事は認められない。新たな識別番号がＦＩＭスーパー

バイクテクニカルディレクターによって記録される。 

 

交換された車両は、損傷が発生したプラクティス、クォリファイセッションまた

はレース終了後にトラックで使用する事が出来る。損傷した車両はピットボック

スから速やかに撤去され、ピットボックスの外に保管されなければならない。 

 

プリアッセンブル・スペアパーツフレームが使用された後、更なる転倒または事

故により再度フレームの交換が必要となった場合、何も組み込まれていないフレ

ームから組み込み作業をしなければならない。ＦＩＭスーパーバイクテクニカル

ディレクターはそのフレームを組み込む前に確認し、そのフレームは承認されな

ければならない。 
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上記手順に違反する場合、テクニカルルールに記載されるペナルティーの対象と

なる。 

 

2.５.10.1 フレームボディー及びリアサブフレーム 

a) メインフレームは、本来マニュファクチュラーが認証マシン用に製作した状態 

   に維持されなくてはならない。 

b) 承認された構成部品（フェアリングブラケット、ステアリングダンパーマウン 

   ト等）を取り付けるためのフレームにドリルで穴をあけることが認められる。 

c) フレームボディーの両側は、コンポジット材質でできた保護パーツで覆うこと 

   ができる。このプロテクターは、フレームのフォルムに適合していなくてはな 

   らない。 

  d) フレームボディーには、これ以外のものを一切追加したり、削除することは認

    められない。 

  e) すべてのモーターサイクルには、フレームボディーに車両認識番号（シャシー・

    ナンバー）が表示される。 

f) エンジン・マウント・ブラケット、またはプレートは、本来マニュファクチュ 

  ラーが認証マシン用に製作した状態に維持されなくてはならない。 

g) フロントサブフレーム/フェアリングマウントは変更または交換することが出

   来る。 

h) リアサブフレームは変更、交換する事が出来るが、材質のタイプは公認時のも  

   のかそれ以上のものでなければならない。 

i) シートブラケットを追加することができる。重要でない突出したブラケットは、   

  構造上またはアッセンブリ―の安全性損なわれない場合、削除することが出来 

  る。リアサブフレームに取りつけられているボルトオンアクセサリーは取り    

  外すことができる。 

  j) ペイント図柄に制限はないが、フレーム・ボディー、またはサブフレームを研

   磨することは禁止される。 

 

2.5.１０.2 フロントフォーク 

a) フォークは、本来マニュファクチュラーが公認マシン用に製作した状態に維持 

   されなくてはならない。 

  b) オリジナルの公認時のフォークの内部パーツは改造又は変更する事が出来る。 

c) フロントフォークのスタンダードのオリジナル内部パーツは変更、改造するこ 

   とができる。アフターマーケットまたはプロトタイプの電子制御式サスペンシ 

  ョンの使用は認められない。アフターマーケットまたはプロトタイプの電子制 

 御式サスペンションの使用は認められない。公認時のモーターサイクルのプロ 

58 

 



 ダクションモデルにエレクトロニックサスペンションが装備され、完全にスタ  

 ンダード（如何なる機械的または電子的部分も公認時の状態であること）であ 

 る場合、使用が認められる。電気、電子的に停止した大会でもオリジナルの電 

 気的システムは適切に作動しなければならない。電気、電子的に停止した大会 

 でもオリジナルの電気的システムは適切に作動しなければならない。 

  d) アフターマーケットダンパーキット、またはバルブを装着することができる。 

  e) フォークスプリングは改造、交換することができる。 

 f) フォークキャップは、外部から調節できるように改造、または交換することが 

          できる。 

 g) フォークが完全にオイルシールされている場合、ダストシールの改造、変更ま

   たは取り外しが認められる。 

 h) オリジナルのフォークチューブ（支柱、フォークパイプ）の表面仕上げは変更

   しても良い。追加の表面加工が認められる。 

i) 上部と下部のフォーク・クランプ（三叉、フォーク・ブリッジ）は、本来マニ 

  ュファクチャラーが公認マシン用に製作した状態に維持されなくてはならない。 

  j) ステアリング・ダンパーを追加する、またはアフターマーケット・ダンパーと

   交換することができる。 

  k) ステアリング・ダンパーは、ステアリングロック・リミティング・デバイスと

   しての役割を果たしてはならない。 

 

2.5.10.3 リアフォーク（スイングアーム） 

a) リアフォークは、本来マニュファクチュラーが公認マシン用に製作した状態に 

   維持されなくてはならない。 

  b) リアフォークピボットボルトは、本来マニュファクチュラーが公認マシン    

    用に製作した状態に維持されなくてはならない。 

  c) リアアクスルチェーンアジャスターは、改造、または変更することができ    

    る。 

d) ライダーの身体の一部がチェーンの下部とリアホイールスプロケットの間に 

   挟まれる可能性を減少する方法でチェーン･ガードが装着されなくてはならな    

   い。 

e) リアホイールスタンドブラケットを、溶接またはボルトによってリヤフォ 

   ークに追加することができる。ブラケットの先端は丸められなくてはならない 

   （半径を大きくする）。固定のためのスクリューは凹んでいなくてはならない。 

   オリジナルのリアブレーキキャリパーを維持するための固定システムまたは 

   接点をリアスイングアームに追加することが認められる。 
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2.5.10.4 リアサスペンションユニット 

a) リアサスペンションユニット（ショックアブソーバー）は変更、または改造す  

   ることができる。フレームとリアフォークのオリジナルのアタッチメント位置 

   は公認を受けた状態に維持されなくてはならない。 

b) 全てのリアサスペンションリンケージパーツはマニュファクチャラーが公認 

 用に製作したモーターサイクルものと同じでなければならない。 

c) 取り外し可能なショックマウントトップは公認時のままとする。ナットは、ト 

 ップショックマウントに定められシムスペーサーがその後方に取り付けられる。 

  d) アフターマーケットまたはプロトタイプの電子制御式サスペンションの使用  

   は認められない。オリジナルのサスペンションが使用され、完全なスタンダー

  ド（如何なる機械的または電子的部分も公認時の状態であること）でなければ

  ならない。電気、電子的に停止した大会でもオリジナルの電気的システムは適

  切に作動しなければならない。 

 

2.5.10.5 ホイール 

a) ホイールは、マニュファクチュラーが公認マシンを製作した本来の状態に維持 

  されていなくてはならない。 

  b) 如何なるインナーチューブまたはインフレーションバルブを使用することが   

   出来る。 

c) オリジナルのデザインにおいて、リヤホイールにクッションドライブが含まれ 

  ている場合、これは本来マニュファクチュラーが公認マシン用に製作した状態 

  に維持されなくてはならない。 

d) ホイールのアクスルは、本来マニュファクチュラーが公認マシン用に製作した 

  状態に維持されなくてはならない。 

e) スピードメーター・ドライブを取り外し、スペーサーで置換することができる。 

 f) ホイールバランスウェイトは取り外し、変更または追加することが出来る。 

 g) 如何なるインフレーションバルブも使用することが出来る。 

  

2.5.10.6 ブレーキ 

a) フロントとリアのブレーキディスクは変更することができるが、オリジナルの 

  キャリパーおよびマウンティングに合うものでなくてはならない。しかしなが 

  ら、外径とベンチレーション・システムは、本来マニュファクチュラーが公認 

  マシン用に製作した状態に維持されなくてはならない。公認時の車両に装着さ 
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  れていない場合、インターナルベンチレーションを行うディスクは許可されな 

  い。 

  b) ブレーキ・ディスク・キャリアーは変更することができるが、ホイールへのマ 

  ウンティングのオフセットとタイプは維持されなくてはならない。 

       c) 交換されるブレーキディスクは金属材質製のものとする。 

  d) フロントとリヤのブレーキ・キャリパー及び全ての取り付け位置、取り付け具

  （マウント、キャリアー、ハンガー）は、本来マニュファクチュラーが公認マシ

   ン用に製作した状態に維持されなくてはならない。（事項 2.5.10.3） 

  e) 油圧フルードへの熱交換を減少する為に、キャリパーへのメタリックシムの追

  加（パッド間）、及び/またはキャリパーマニュファクチャラー製のスチールピ

  ストンから軽合金ピストンへの変更が認められる。 

f) フロントブレーキマスターシリンダーは、ハンドレバーを除き、本来マニュフ 

 ァクチュラーが公認マシン用に製作した状態に維持されなくてはならない。 

  g) リアブレーキマスターシリンダーは、本来マニュファクチュラーが公認マシン 

   用に製作した状態に維持されなくてはならない。 

h) フロントとリアの油圧ブレーキラインは変更することができる。クイック・コ

ネクターを使用することができる。二つのフロントブレーキキャリパー用のラ

イン分岐点は、下部フォーク・ブリッジ（下部三叉）の上に設けられなくては

ならない。 

i) フロントとリアのブレーキパッドは変更することができる。ブレーキパッド・

ロッキングピンは、クイックチェンジ・タイプに改造することができる。 

j) エアーダクトを追加することは禁止される。 

k) アンチロックブレーキシステム（ＡＢＳ）は、公認車両時に一般公道用として

搭載されている場合、使用することができる。しかし、それは完全なスタンダ

ード状態でなければならない。（機械的、電子的パーツは公認時のものとし、

ブレーキディスク、マスターシリンダーは除く）ＡＢＳのスフとウェアのみ改

造することができる。 

l) アンチロックブレーキシステム（ＡＢＳ）は切断する事が出来、そのＥＣＵは

取り外すことが出来る。ＡＢＳローターホイールは取り外し、改造、交換が認

められる。 

m) 車両には、他の車両との接触棟の場合にハンドルバー・ブレーキレバーが作動

しないようにブレーキレバープロテクションが装備されていなければならな

い。 

n) テクニカルディレクターは、安全目的を満たさないいかなるガードも拒否する

権限を有する。 
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2.5.10.7 ハンドルバー及びハンドコントロール 

a) ハンドルバーは交換することができる（ブレーキマスターシリンダーは含まな  

 い）。 

  b) ハンドルバーとハンドコントロールの位置の変更が認められる。 

 c) スロットルコントロールは手で握られていないときに自動的に閉じるものでな

    ければならない。 

 d) スロットルアッセンブリ―及び関連ケーブルは改造または変更することが出   

  来るが、スロットルボディー及びスロットルコントロールとのコネクションは

  公認時の状態を維持していなければならない。 

 e) ケーブルで作動するスロットル（グリップアッセンブリ―）は、ワイヤーグリ 

     ップ/デマンドセンサーによって作動させる時の解放時及び閉鎖時のケーブル  

  の両方を装備されていなければならない。 

 f) クラッチ及びブレーキレバーはアフターマーケットのものに変更することが出

  来る。ブレーキレバーへのアジャスターが認められる。 

 g) スイッチは変更することが出来るが、エレクトリックスタータースイッチ及び

  エンジンストップスイッチがハンドルバーに設けられなくてはならない。 

 h) モーターサイクルには、作動しているエンジンを停止させる有効なイグニッシ

  ョンキルスイッチまたはボタンがハンドルバー右側（グリップを握っている時

  に手が届く範囲に）に装備されていなければならない。 

    ボタンまたはスイッチは赤色とする。 

 

2.５.10.8 フットレスト／フットコントロール 

a) フットレスト／フットコントロールの位置を変えることができるが、ブラケッ 

  トは、オリジナルのマウンティング・ポイントを用いてマウントされなくては 

  ならない。 

  b) フットレストはリジッド･マウント･タイプでもよいし、折り畳式でもよいが、

   折り畳式のものは、通常の位置に戻るデバイスを持つものとする。 

  c) フットレストの先端は、最低球状半径８ｍｍの固体となっていなくてはならな

   い（図Ａと C を参照）。 

  d) 折り畳式ではないフットレストには、プラスチック、テフロン、または同等の

   種類の材質でできたエンドプラグ（最低半径８ｍｍ）が常時固定されていなく

   てはならない。プラグ表面は、可能な限り広くフットレストとしてのエリアを

   確保するデザインでなければならない。ＦＩＭスーパーバイクテクニカルディ

   レクターは、この安全性を確保できないと思われるプラグについて拒否する権

62 

 



   利を有する。 

 

２.５.10.９ 燃料タンク 

a) 燃料タンクは、本来マニュファクチュラーが公認マシン用に製作した状態に維 

  持されなくてはならない。 

b) 全ての燃料タンクには、耐火材質または燃料セル・フォームで完全に充填され 

  なくてはならない。 

c) タンクブリーザーパイプのついた燃料タンクには、適切な材質でできた最低容 

  量２５０ｃｃのキャッチタンクに放出するノンリターン・バルブが装備されな 

  くてはならない。 

  d) 燃料キャップは変更することができる。燃料キャップは、閉じられた状態の時 

   に漏れ防止になっていなくてはならない。さらに、燃料キャップは、誤って開

   いてしまわないように対策を施されていなくてはならない。 

 e) 燃料タンクの下部表面には耐熱シートが装備されていなければならない。 

 

2.5.10.10 フェアリング／ボディワーク 

  ａ）フェアリング、フロントマッドガード、およびボディワークの外観は、本 

来マニュファクチャラーが公認マシン用に製作した状態に維持されなくては

ならない。 

 b) フェアリングは一般公道用のオリジナルの公認のものから+/-15mm の許容   

    誤差が認められるが、デザイン及び公認フェアリングの特徴はそのままとする。

   ただし、フロントエリアの全幅は最大+/-;30mm とする。テクニカルディレク

   ターの決定が最終のものとされる。 

 ｃ）ウインドスクリーンは交換することができる。 

  ｄ）フェアリングからエアボックスに至るオリジナルのエアダクトは、公認され   

      たモーターサイクルに装備されているものから変更、または置換できる。 

    エアダクト開口部に設置されているオリジナルのパーティクルグリル（小さ   

      な格子）またはワイヤーメッシュは取り除くことが出来る。 

   e） ロワ―フェアリングは、エンジン破損時に、エンジンが使用しているオイル 

とエンジン・クーラント容量の最低半分（最低５リットル）を維持できる構 

造とする。フェアリング開口部の下端は、フェアリングの底から最低 50mm 

     上に設けられる。 

f）ロワ―フェアリングには、２５ｍｍの孔が１個開けられる。この孔はドライコ

ンディションの時には閉じられ、レースディレクターがウェットレースを宣

言した場合にのみ開けられる。 

g)  プロテクティブエンジンカバーとのクリアランス確保のために最低限のヘア
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リングへの変更が認められる。 

 h) オイルクーラーへの吸入エアーを増量するために、フェアリング、またはボ

ディワークに孔をドリルで開ける、または切り込むことができる。10ｍｍ以

上の大きさの孔は、メタルガーゼ、または目の細かいメッシュで覆われなく

てはならない。メッシュは周囲の材質に合うようペイントされなくてはなら

ない。 

 i)  左右のフェアリング/ボディーワークセクションにある冷却用の開口部は、セ

ンサーのロゴ/レタリングを取り付けるためにのみ一部を閉じることが出来

る。このような改造はワイヤーメッシュを使用するかプレートに穴を開ける

こととする。素材は自由とするが開口部中央部からの距離、サークルセンタ

ー及び直径は常に同じものとする。穴または貫通箇所は開口比率＞60％とす

る。 

    j） フロントマッドガードは、原則として、本来マニュファクチュラーが製作し

   た認証形状に合致しなくてはならない。フロントマッドガードはカーボン    

     ファイバーまたはケブラー複合素材のものに変更することが認められる。 

   k）フロントマッドガードはタイヤとのクリアランスを確保する為に上方に位    

      置することが出来る。 

   l） スイングアームに固定されたリアマッドガードは、オリジナルパーツのコス

   メティックデュプリケートに交換することができる。カーボンファイバーま

     たはケブラー複合資材が認められる。 

  m）チェーンガードと一体化し、スイングアームに固定されたリアマッドガード   

     は、径の大きいリアスプロケットに適合させるため，改造することができる。 

  n）シート下に存在するリアマッドガードは取り外すことができる。マッドガー 

ドは、直接スイングアームの上に設置することができる（ホイールを 120° 

   以上覆ってはならない）。 

 o)  車両公認時の実際の外観、形状、サイズ及びフロントヘッドライトの位置は

   守られなければならない。車両の前面にはプラスティックまたはメタリック

   フィルムが取り付けられていなければらなない。 

 

2.5.10.11 シート 

a) シート、シートベース、および関連するボディワークは、本来マニュファクチ 

  ュラーが公認マシン用に製作したものと外観的に似たパーツと交換することが 

  できる。カーボンファイバー、またはカーボン・コンポジット材質の使用が許 

  可される。 

 b) シート周辺のリアボディワークの上半分をソロシートに改造することができ   

   る。 
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c) シート、またはリアカウルに孔を開けて冷却効果を増すことができる。10mm   

  以上の大きさの孔は、メタルガーゼ、または目の細かいメッシュで覆われなく 

  てはならない。メッシュは周囲の材質に合うようペイントされなくてはならな 

  い。前後およびサイドからの外観は、原則として公認形状に合致していなくて   

  はならない。 

d) すべての露出しているエッジは丸められていなければならない。 

 

2.5.10.12 ファスナー 

a) スタンダードのファスナーは、どの材質又はデザインのものと交換してもよい。 

  b) アルミニウム製のファスナーは、構造部ではない部分にのみ使用できる。 

  c) チタニウム製ファスナーを構造部に使用することができるが、強度とデザイン

  は、それが交換する本来のファスナーと同等、またはそれ以上なくてはならな

  い。エンジン内部のボルトは公認時のスタンダードの材質または高仕様のウェ

  イトでなければならない。 

d) 特殊スチール製ファスナーを構造部に使用することができるが、強度とデザイ   

  ンは、それが交換する本来のファスナーと同等、またはそれ以上なくてはなら 

  ない。 

  e) 安全ワイヤーを通すために、ファスナーにドリルで孔を開けることもできるが、

   重量削減を意図した改造は禁止される。 

  f) 異なった材質のインサート、ヘリコイルまたはタイムサーツ、を使用するスレ   

     ッドリペア 

 g) フェアリング／ボディワークのファスナーは、クイック・ディスコネクト・タ

   イプに変更できる。 

 

2.５.10.13 リアセーフティーライト 

全ての車両のリアシート後部には作動するレッドライトが装備されていなければ

ならない。このライトはウェットが宣言された時点でトラック上またはピットレ

ーンでの走行時に点灯されなければならない。 

全てのライトは下記に準拠していなければならない。 

a) 光の方向は、車両のセンターライン（レース進行方向）と並行とし、車両の中

心から最低左右15度の範囲の後方から明確に視認出来るものでなければなら

ない。 

b) それはシートリアボディーワークの後端の車両の中心部に装備されていなけ

ればならない。取り付け位置またはリア・セーフティーライトの視認性に関す

る議論が生じる場合、ＦＩＭスーパーバイクテクニカルディレクターの決定が
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最終のものとする。 

c) 出力・光度は約１０～１５Ｗ（白熱球）または 0.6～1.8Ｗ（LED）とする。 

d) 出力は継続的なものとし、トラック上にある時は常に点灯し、ピットリミッタ

ーが作動した時のピットレーン上では点滅させる。 

e) このライトはスイッチで点灯、消灯が出来るものとする。 

f) テクニカルディレクターは、この安全上の目的にそぐわない如何なるライトシ

ステムも拒否する権利を有する。 

 

2.5.11 下記のアイテムは公認されたモーターサイクルに装備されているものから変更、

または交換できる 

  a) どのタイプの潤滑油、ブレーキ液、またはサスペンション液を使用しても良い。 

b) インストルメント、そのサポート及び関連部品 

c) どのタイプまたはブランドのベアリング（ボール、ローラー、テーパー、プレ 

  インなど）を使用しても良い。 

d) ガスケット、およびガスケットの材質 

e) ペイントされた外部の表面加工、およびデカール 

 f) タコメーター/ダッシュは変更されても良い。（交換される場合で、それがロギ

  ングシステムまたはエレクトロニックシステムに必要なパーツの場合、それら

  は関連する価格表に含まれていなければならない） 

 

2.5.12 下記のアイテムは取り外すことができる 

a) エアボックス内またはエアボックス周囲にある（公害対策用）エミッションコ 

   ントロール装置（О2センサー、エアインジェクション装置） 

b) タコメーター 

c) スピードメーター及び関連するホイールスペーサー 

d) リアサブフレームのボルトオンアクセサリー 

 

2.5.13 下記のアイテムは取り外されなければならない 

a) ヘッドランプ、リアランプ及び方向指示器（フェアリングの一部となっていな   

 い場合）。開口部は適切な素材で覆われていなければならない。 

b) バックミラー 

c) ホーン 

d) ライセンスプレートブラケット 

e) ツールボックス 

f) ヘルメットフック及び荷物用フック 

g) パッセンジャー用フットレスト 
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h) パッセンジャー用グラブレール 

i) セーフティーバー、センター及びサイドスタンドは取り外されなければならな 

  い。（取り付けようブラケットは残されていなければならない） 

 

2.5.14 下記のアイテムは変更されなくてはならない 

a) モーターサイクルには、ハンドルバーのいずれかの側に（ハンドグリップを握  

   った状態で手が届くところに）、可動しているエンジンを停止することのでき 

   る正常に作動するイグニッション・キルスイッチ、またはボタンが装備されな 

   くてはならない。 

b) すべてのドレーンプラグはワイヤーロックされる。外部のオイルフィルタース 

   クリューおよびボルトでオイル・キャビティに進入するものは、安全にワイヤ 

   ーロックされる。（例：クランクケース上、オイルライン、オイルクーラー等） 

  c) すべてのモーターサイクルには、クローズドブリーザーシステムが装備される。

   オイルブリーザーラインは、エアボックスに接続され、これに放出する。 

d) ブリーザー、またはオーバーフローパイプが装着される場合、これはすでに 

   存在する排出口から放出する。オリジナルのクローズドシステムが維持され、 

  外気への直接排気は禁止される。 

 e) モーターサイクルには、オイルプレッシャーが降下した時に点灯する赤いライ

   トがインストルメントパネル上に装備されていなければならない。 
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2.６ スーパーストック技術仕様 

本規則は、安全性、研究開発及びさまざまなモーターサイクル理念における競技の発展の

目的においてのみ、公認されたモーターサイクルに変更を許可するものである。 

 

本規則に明記され、許可されたこと以外は厳禁される 

 

パーツまたはシステムが本規則の如何なる条項にも明記されていない場合、禁止される。 

 

スーパーストックモーターサイクルにはＦＩＭの公認（スーパーストック、スーパースポ

ーツ及びスーパーバイク車両公認手順参照）が必要とされる。すべてのモーターサイクル

は、公認されたマシンにすでに装備されているものを除き、すべての点で技術規則に明記

されているロードレースの条件に適合しなくてはならない。 

 

車両が一度公認されたら、最大 8 年間に亘り、または新たな規則または当該車両の対処と

なるクラスの技術規則の変更により当該車両が使用不可能となるまで、当該クラスのレー

スに使用することが出来る。 

 

スーパーストックモーターサイクルのフロント、リア、および側面からの外観は、（別記さ

れない限り）原則として認証された形状（本来マニュファクチュラーが製作した形状）に

合致しなくてはならない。エキゾーストシステムの外観については本規則から除外する。 

 

2.6.1  車両の仕様 

本規則に明記されていない全てのパーツはマニュファクチャラ―が認証用に製作

した状態でなければならない。 

 

2.６.2 エンジン形状及び排気量 

 下記のエンジン排気量がスーパーストックを構成する。 

 

 750 ㏄を超え 1000 ㏄まで 4 ストローク 3 気筒、４気筒 

 850 ㏄を超え 1200 ㏄まで 4 ストローク 2 気筒 

 

 排気量は公認サイズが維持されなければならない。クラスリミットに到達させる

 ためのボア及びストロークの改造は認められない。全ての車両は自然吸気でなけ

 ればならない。 
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2.6.2 数種類の車両バランスの基本理念 

異なるエンジン特性を持つ車両のパフォーマンスの均一化の為、車両パフォーマ

ンスによって最低車両重量を適用する。ハンディキャップに関する決定は公平を

期するためにスーパーバイク委員会がいつでも行うことが出来る。 

 

このハンディキャップは、スーパーバイク規則事項 2.4.4.2 に記載されているシ

ステムが取られ、スーパーストックにも適用される。 

 

2.６.４ 最低重量 

ＦＩＭは、公認モデルが一般に販売される状態の乾燥重量を算出し、最低車重の

値を決定する。 

 

公認されたモーターサイクルの乾燥重量は、マニュファクチュラーが製作した状

態の空のモーターサイクルの総重量である（燃料、ナンバープレート、ツール、

および装着されている場合にはメインスタンドを取り外した状態）。乾燥重量を確

認するために、最低３台のモーターサイクルの車重が測定され、比較される。結

果は一番近い正数に切り捨てられる。 

   

スーパーストック車両の最低重量は、ドライウェイトマイナス８％とし、小数点

は切り捨てられる。 

 

 如何なる場合においても最低重量は１７０Kg を下回ることはない。 

 

イベントのいかなる時においても、マシン全体の車重（燃料タンクを含む）は最

低車重以下であってはならない。 

   

 車両の最低重量に関する許容誤差は設定されない。 

 

レース終了後の最終車検時に、選ばれたマシンの車重が、レースを終えた状態で

測定される。マシンは、レースを終えた状態で車重規定に合格していなくてはな

らない。すなわち、マシンには、一切のものを追加することができない。これは

全ての液体を含む。 

      

プラクティス、およびクォリファイセッションの際に、マシンの車重検査をピッ

トレーンで受けるようライダーに要請が出されることもある。 
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最低重量を満足するため及びハンディキャップシステムのためにバラストを使用

することが認められる。バラストの使用と重量ハンディキャップは事前車検時に

ＦＩＭスーパーバイクテクニカルディレクターに報告されなければならない。 

 

2.６.5 ナンバープレートの色 

スーパーストックのナンバープレートにおける下地の色と文字（数字）の色は、赤

地に白文字とする。 

 

すべてのフロントナンバーの寸法は： 最低高 ：   140ｍｍ 

                          最低幅 ：   80ｍｍ 

                     数字の最低の太さ：  20ｍｍ 

      文字間の最低幅：   10ｍｍ 

すべてのサイドナンバーの寸法は：    最低高 ：   120ｍｍ 

                            最低幅 ：    60ｍｍ 

                         数字の最低の太さ：   20ｍｍ 

      文字間の最低幅：   10ｍｍ 

 

ライダーに割り当てられたナンバー（及びプレート）は、下記のとおりマシンに

表示されなくてはならない。 

a) フロントには１ヶ所表示される。これはフェアリングの中央、または左右どち

らか側に若干寄せる。数字は白地中央に位置し、その周囲 25ｍｍは如何なる

広告も禁止される。 

b) 車両のロワーフェアリング両側面後方にあるサイドナンバー。数字は白地中央

に位置していなければならない。この位置の変更はスーパーバイクテクニカル

ディレクターによって第 1 戦の最低 2 週間前に承認されていなければならな

い。 

c) ナンバーは、事項２に明記しているフォントを使用しなければならない。こ   

のフォント、ナンバーのデザイン及びレイアウトを使用していないいかなる   

ナンバーも第 1 戦の最低 2 週間前までにスーパーバイクテクニカルディレク 

ターの事前承認を必要とする。全ての数字はスタンダード様式でなければな   

らない。 

d) 如何なる輪郭（縁取り）も対照色とし、最大３ｍｍとする。バックグラウン   

ドの色はナンバーの周囲（輪郭含む）で明確に識別できなければならない。   

蛍光色またはミラータイプのナンバーは認められない。 

e) ナンバーはオーバーラップ（重複）してはならない。 
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ナンバーの視認性に関して論議が生じた場合、ＦＩＭスーパーバイクテクニカル

ディレクターの決定が最終的なものとなる。 

 

2.６.6 燃料 

すべてのエンジンは、最大鉛含有量 0.005ｇ／ｌ（無鉛）および最大ＭＯＮ９０

の通常の無鉛ガソリンで作動しなくてはならない（完全な燃料仕様に関しては事

項 2.7 参照）。 

 

2.６.7 タイヤ 

ライダーは、最大フロント４本、リア４本のドライタイヤを各大会で使用するこ

とができる。 

 

決勝日は、天候状況によって、追加のフロント 1 本とリヤインターミディエイト

タイヤが、タイヤ供給会社より供給される。その使用はライダーの判断によるが、

レースディレクターによってウェットレースが宣言された場合に限られる。 

 

インターミディエイトタイヤはオフィシャルサプライヤーによって識別されてい

なければならない。 

 

雨天用タイヤは、レースディレクションがウェット宣言を出した後のレースまた

はプラクティスにのみ使用することが出来る。 

 

  如何なる改造または処置（カッティング、グルービング）も禁止される。 

 

フリープラクティス、クォリファイ・プラクティス、ウォームアップ及びレース

で使用されるドライタイヤは粘着ステッカーにてマーキングされる。 

 

ステッカーは、個々のライダーの識別番号及び色によってフロント又はリヤタイ

ヤか識別できるものとする。色は各大会異なるものとし、各大会時のＦＩＭスー

パーバイクテクニカルディレクターは、ライダーへの割り当て番号を選択する。 

 

リアタイヤ４本分及びフロントタイヤ４本分のステッカーは、DWO 及びテクニカ

ルディレクターの定めたタイムテーブルに従って木曜に、密封された封筒に入れ

られ、各チームに渡される。タイムテーブルは少なくとも競技会の 1 週間前まで

に DWO によって郵送される。特別な事情のある場合、ＦＩＭスーパーバイクテ

クニカルディレクターは、この予定を変更することが出来る。 
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ステッカー発送後、各チームがそのステッカーの使用及び保管に関する義務を持

つ。 

 

ステッカーは、タイヤの左側サイドウォールに貼付される。ＦＩＭスーパーバイ

クテクニカルディレクターに指名された人員は、ピットレーンで全てのモーター

サイクルがステッカーを貼付されたものを使用しているか確認する。 

 

マーキングの無いタイヤ（ステッカーのないもの）を使用しているモーターサイ

クルは、即座にレースディレクションに報告され、適切な対応が取られる。 

 

例外的ケースを除き、ステッカーが損傷したり誤った使用をされた場合、ＦＩＭ

スーパーバイクテクニカルディレクターの独断により 2 枚までの追加のステッカ

ーを与えることが出来る。しかしながら、損傷のあるステッカーまたは申請され

たタイヤが無傷のままＦＩＭスーパーバイクテクニカルディレクターに変換され

なければならない。 

 

赤旗が提示された場合、ピットレーンまたはパルクフェルメで車両につけられて

いるタイヤが損傷していることが確認された場合、交換することが認められる。

この損傷状況は公式サプライヤーによって確認されなければならない。 

 

2.６.8 エンジン 

各チームに割り当てられるエンジンの数は３基とする。 

 

事項 2.3.8 封印及び使用の詳細参照。 

 

2.６.8.1 フュエルインジェクションシステム 

2.6.8.1.1 フュエルインジェクションシステムはスロットルボディー及び可変長インテー 

クトラクト、燃料ポンプ及ぶ燃料プレッシャーレギュレーターを指す。 

a) 公認時のオリジナルの燃料インジェクションシステムが改造なしの状態で使

用されなければならない。 

b) フュエルインジェクターは完全なストック状態とし、製造時のオリジナルの仕

様から一切の変更は認められない。 

c) 取り付け位置を含むエアファンネルは、マニュファクチャラ―が認証用に製作

した車両のものから変更または交換することができる。 

d) ライダーに割り当てられたナンバー（及びプレート）は、下記のとおりマシン

に表示されなくてはならない。 
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e) 可変長インテークトラクト装置は公認車両に装備されていない場合、追加する

事は認められない。また、それは公認時と同様の作動システムが維持されてい

なければならない。可変長インテークトラクト装置の部品は公認時の状態に維

持されなければならない。 

f) 空気及び空気と燃料の混合気は、スロットルバタフライを経由して燃焼室に取

り込まれなければならない。 

g) ライド・バイ・ワイヤーシステムとして知られている電子コントロールスロッ

トルバルブは、公認車両時にこのシステムが搭載されている場合に限り使用が

認められる。安全システムと手順は常に維持され作動できなければならない。 

 

2.６.8.2 シリンダーヘッド 

 a) 改造は許可されない。 

 b) シリンダーヘッドに材質を追加する、または削除することはできない。 

c) ガスケットは交換することができる。 

d)  バルブ、バルブシート、ガイド、スプリング、タペット、オイルシール、シ

   ム、コッタ―バルブ、ロッカーアーム、スプリングベース及びスプリングリ

   テーナーは、マニュファクチュラーが公認マシン用に本来製作した状態及び

   オリジナルの位置に維持される。 

e)  マニュファクチャラ―の各モデルのサービスマニュアルに明記されている通  

     常のメンテナンスのみ認められる。 

  f)   バルブ・スプリング・シムは許可されない。 

 

2.６.8.3 カムシャフト 

a) 改造は許可されない。 

b) 車検において、ダイレクトカムドライブシステムの場合は、カムローブリフト

を計測する。ノンディレクトカムドライブシステム（ロッカーアーム等）の場

合、バルブリフトを計測する。 

 

カムシャフトのタイミングは自由とするが、カムシャフトスプロケットへの機械

加工は認められない。 

 

2.６.8.4 カムスプロケットまたはギヤ 

  a) カムスプロケットはカムタイミング調整のために溝をつけることが出来る。 

 b) カムスプロケットのプレス加工により調整可能なボス及びカムスプロケット   

   に変更することが出来る。 

 c)  カムチェーンは公認時の状態を維持していなければならない。 
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2.６.8.5 シリンダー 

  改造は許可されない。 

 

2.６.8.6 ピストン 

  改造は許可されない（研磨と軽量化を含む）。 

 

2.６.8.7 ピストンリング 

  改造は許可されない。 

 

2.６.8.8 ピストンピンとピストンクリップ 

  改造は許可されない。 

 

2.６.8.9 コネクティングロッド 

  改造は許可されない（研磨と軽量化を含む）。 

 

2.６.8.10 クランクシャフト 

  改造は許可されない（研磨と軽量化を含む）。 

 

2.６.8.11 クランクケース／ギヤボックスハウジング 

a) クランクケースは、公認を受けた状態に維持されなくてはならない。改造は許 

  可されない（ペイント、研磨、および軽量化を含む）。 

  b) クランクケース内に吸引するためのポンプを追加する事は認められない。吸引

   ポンプが公認時に装備されている場合、それは公認時の使用方法以外は認めら

   れない。 

 

2.6.8.11.1 側面カバー及びプロテクション 

a) 側面（サイド）カバーは変更、改造または交換することができる。交換した場 

  合、カバーは、オリジナルと同等またはハイスペック代用品の負担強度以上の 

  ものとし、カバーの総重量はオリジナルのものより軽量であってはならない。 

b) 全ての 2 次カバー、オイルを含むエンジンケースで、クラッシュ中、または転 

  倒後に地面と接触する恐れのあるカバーは、アルミニウム合金、ステンレスス 

  チール、スチールまたはチタニウム等の金属でなければならない。 

c) 2 次カバーは、オリジナルのカバーの少なくとも 1/3 をカバーしていなけれ    

ばならない。 
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d) アルミニウムまたはスチール製のプレートまたはクラッシュバーも認められ

る。このカバーは突発的な衝撃、摩擦、転倒のダメージに対しても耐えうるデ

ザインでなければならない。 

e) ＦＩＭ公認カバーは、その材質に関わらず使用が認められる。 

f) これらカバーは、最低 3 つのケースカバースクリューにて確実かつ頑強に取り

付けることとし、クランクケースに固定されているオリジナルのカバーまたは

エンジンカバーにスクリュー留めされる。 

g) オイルを含むエンジンカバーは、アルミニウム製のボルトで固定してはならな

い。 

テクニカルディレクターは、有効でない事が実証された如何なるカバーの使用

も拒否する権限を有している。 

 

2.6.8.12 トランスミッション／ギヤボックス 

a) 如何なる改造も認められない。 

b) クイックシフトシステムが認められる。（ワイヤー及びポテンショメーター含 

 む） 

c) カウンターシャフトスプロケット、リアホイールスプロケット、チェーンピッ 

 チ及びチェーンサイズは変更することができる。 

d) スプロケットカバーは改造されても、取り外されても良い。 

e) リアフェンダーと一体でないチェーンガードは取り外すことが出来る。 

 

2.６.8.13 クラッチ 

a) 改造は認められない。 

b) フリクション及びドライブディスクのみ変更が認められるが、その数は公認時 

  のままとする。 

c) クラッチスプリングは、変更することが認められる。 

 

2.６.8.14 オイルポンプとオイルライン 

  a) ポンプの改造は許可されない。 

 b) オイルラインは改造、または交換することができる。確動圧を含むオイルライ

   ンを交換する場合、強化金属構造で、型鉄で曲げた、あるいはネジ山式のコネ

   クターを持つものとする。 
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2.６.8.15 ラヂエター、クーリングシステムおよびオイルクーラー 

 a) エンジン冷却水として認められるのは水のみとする。 

 b) オイルまたは水のラヂエター前部には保護メッシュの追加が認められる。 

 c) クーリングシステムホース及びキャッチタンクは交換されても良い。 

 d) ラヂエターファン及びワイヤリングは取り外しても良い。サーマルスイッチ、

  水温センサー及びサーモスタットは、冷却システム内部から取り外すことが出

  来る。 

e) ラヂエタ―キャップは自由とする。 

f) 追加のウォーターラヂエタ―が取り付けられても良いが、フロント、リア、及 

 び車両のプロフィールが変更されてはならない。追加のラヂエタ―の取り付け 

 の為に特別マウントブラケットが認められる。 

 

2.６.8.16 エアボックス 

a) エアボックスは、マニュファクチュラーが公認マシン用に本来製作した状態に 

   維持されるが、エアボックスドレーンは密封されなくてはならない。 

b) エアフィルターエレメントは、改造又は交換することができるがオリジナルの 

  位置に取り付けられなければならない。 

c) エアボックスドレーンは密封されなければならない。 

d) すべてのモーターサイクルには、クローズドブリーザーシステムが装着される。   

   全てのオイルブリーザーラインは、エアボックスに連結され、これに排出する    

   ものとする。 

e) エアボックスにヒートプロテックションを装備してはならない。 

 

2.６.8.17 燃料供給 

a) 燃料ポンプ及び燃料プレッシャーレギュレーターは公認時の状態を維持して 

 いなければならない。 

b) 燃料タンクからの放出パイプアッセンブリ―へのフュエルラインは交換する 

 ことが出来る。 

c) クイックコネクターまたはドライブレークコネクターの使用が出来る。 

d) フュエル・ベント・ラインは交換することができる。 

 e) フュエル・フィルターを追加することができる。 

 

2.６.8.18 エキゾーストシステム 

a) エキゾーストパイプ及びサイレンサーは、改造または変更されても良い。カタ 

 リティックコンバーター（触媒式排気ガス浄化装置）は取り外すことが出来る。 

b) エキゾーストサイレンサーの端部の数は、公認時の数が維持されていなければ 
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   ならない。サイレンサーは、公認時と同じ側になければならない。 

c) 安全上の理由から、エキゾーストパイプ出口の先端は、シャープエッジを避け 

   るべく丸められていなければならない。 

d) ライダーの足のエリアまたはフェアリングの熱対策部分以外への、エキゾース 

 トシステムのラッピングは認められない。 

e) スーパーストックのノイズ・リミットは１０７dB/A である。レース後の許容 

 誤差は＋３dB/A とする。 

 

FIM2017 提案： 

ショートストローク及び平均ピストンスピードの削除（事項 2.11．5 カルキュレ

ーション参照）に反応する為 6000rpm（4 気筒）、5500rpm（２、3 気筒）で

107dB/A とする。 

 

2.６.9 電気及び電子 

2.６.9.1 イグニッション／エンジン・コントロール・システム（ＥＣＵ） 

a) エンジンコントロールユニット（ＥＣＵ）は、以下のとおりとする。 

  ⅰ) 公認時のオリジナルシステムのままとするが、ソフトウェアのみ変

 更が認められる。 

    ⅱ） オリジナルシステム（プロダクション ECU）（オプション i）は FIM/DWO

 公認の外部イグニッション及び/またはインジェクションモジュールを

 加えることが出来る。一般への総合の小売価格（ソフトウェア及びチュ

 ーニングツール含む）は 3000 ユーロ（付加価値税を除く）を超えては

 ならない。スペシャルコネクターによりＥＣＵ及びオリジナルのワイヤ

 リングルームを連結することができる。 

ⅲ）FIM/DWO 公認のスーパーストックキットモデル（モーターサイクルマ 

  ニュファクチャラーにより製造、承認された）が使用されても良い。ス

 ペシャルコネクターによりＥＣＵ及びオリジナルのワイヤリングルーム

 を連結することができる。一般へのフルシステムの小売価格（ソフトウ

 ェア及びチューニングツール、ダウンロード/コネクションケーブル、起

 動、更新、ワイヤリングハーネス含む）は 

  １ データロギングを含まない場合、3000 ユーロ（付加価値税を除く）

 ２ データロギングを含む場合、3750 ユーロ（付加価値税を除く）。 

 

    ECU（ソフトウェア及び起動）及びハーネスパーツは個々に価格設定さ

 れ、別個に入手可能でなければならない。別の ECU 及びハーネスの総合

 は上記上限を超えてはならない。 
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b)  セントラルユニット（ECU）の位置を変更することが出来る。 

 c)  モーターサイクルマニュファクチャラーによって販売される公認モデル用の

   オプション備品はバイクとともに公認されず、公認電子部品/データロガーの

     要件に従わなければならない。 

 d)  大会期間中、テクニカルディレクターは、チームに対して ECU または外部モ

   ジュールをマニュファクチャラーからのサンプルへの変更を要請することが

   出来る。変更は日曜日のウォームアップまでに行われる。 

 e)  シフトセンサー、ホイールスピードセンサー及びラムダセンサーを除き、コン

   トロールストラテジーに対して追加のセンサーを加えることは認められない。

  ホイールスピードセンサーはキット ECU 及びハーネスパッケージ（ある場合）

  に含まれていなければならない。 

f) オリジナルの公認時のモーターサイクルにその他追加のエレクトロニックハー 

 ドウェア装備がない場合、下記を除いて加えることは出来ない。 

g) 公認ロギングシステムの特徴は以下のとおりとする。 

 ⅰ）ユニット（ハードウェア＋ソフトウェア、センサー及びワイヤリン

   グハーネスを除く）の最大小売価格は 1000 ユーロ（付加価値税除

   く）を超えてはならない。 

 ⅱ）ECU（ハードウェア＋ソフトウェア、センサー及びワイヤリン   

     グハーネスを除く）に含まれないユニットの場合、事項 2.6.9.1 a)

     参照 

 ⅲ）データロガーユニットは FIM/DWO 後任データロガーリストに掲載

   され、一般に入手できるものでなければならない。 

 ⅳ）同時に作動するセンサー（追加のデータロガーに連結）は最大７と

   し、モーターサイクルのオリジナルのセンサーに追加することが出

   来る。センサーは下記のリストにあるものとする。 

（１） ラムダ（ストラテジーに使用される場合、キットとして供給

されなければならない。 

（２） フォークポジション 

（３） ショックポジション 

（４） フロントブレーキプレッシャー 

（５） リアブレーキプレッシャー 

（６） フュエルプレッシャー（温度以外） 

（７） オイルプレッシャー 

（８） オイル温度 

（９） トランスポンダー/ラップタイムシグナル 

（１０） GPS ユニット（ラップタイミング及びトラックポジシ
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ョン） 

 ⅴ）センサーは単純機能でなければならない。センサーのタイプは自由

   とする。 

 ⅵ）ECU から公認データロガーへの CAN（または他のデータプロトコ

   ール、k-line, Lin）コミュニケーションは CAN チャンネルロガーへ

   の規制なしに認められる。 

h) ラムダドライバーモジュール、クイックシフター及び CAN へのアナログのよ

うなその他アクティブ/コントロール/カルキュレーションユニットの最大価

格は 750 ユーロ（付加価値税を除く）とする。 

i) テレメトリーは認められない。 

j) エンジンが始動している場合やバイクが奏功したいる場合、データ交換または

セッティングのためにバイクとの縁かっく操作またはワイヤレス操作は禁止

される。 

k) ハーネス 

  ⅰ）メインのワイヤリングハーネスが、モーターサイクルマニュファク

    チャラーによって製作され、FIM/DWO 及びモーターサイクルマニ

       ュファクチャラ―によって公認されたキット ECU モデルとして供   

    給されるキットワイヤリングハーネスに交換することが出来る。 

  ⅱ）キットワイヤリングハーネスは、データロギングハーネスに干渉し

    てはならない。 

  ⅲ）データロギングハーネスに干渉しないキットハーネスは最大 7 つの

    追加センサーを備えることが出来る。 

  ⅳ）キー/イグニッションロックは、位置変更、変更、取り外すことが出

    来る。 

  ⅴ）オリジナルメインワイヤリングハーネスをカットすることが出来る。 

l) データロガーハーネス 

  ⅰ）データロガーワイヤーハーネスには他のセンサーを含むことは認め

    られないが、7 つのセンサーは例外とする。公認データロガーワイヤ

    ーハーネスの唯一の機能は、7 つのセンサーをデータロガーに繋ぎ、

      データを転送し、パワーを供給することである。 

m) 公認のため、ECU キット、キットハーネス及びチューニングツールと外部モ

ジュールのサンプルがマニュファクチャラーから FIM テクニカルディレクタ

ーに選手権開催の最低 3 週間前までに、テクニカルデータ及び販売価格を添え

て、送付されなければならない。 

n) オリジナルのスピードメーター及びタコメーターは変更または交換されても

良い。（事項 2.6.11 参照） 
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o) スパークプラグは交換されても良い。 

p) バッテリーは自由とする。 

 

2.６.9.2 ジェネレーター、オルタネ―ター、エレクトリック・スターター 

  a)  改造は許可されない。 

  b)  エレクトリックスターターは、イベントの最中、およびレース後の抗議期限

     が終了するまで、正常に作動し、エンジンを始動するものとする。 

 

2.6.10  メインフレーム 

大会期間中、各ライダーは、車検に提示されフレームに明確なシールによって識

別された完全な車両 1 台のみ使用する事が出来る。フレーム交換が必要となった

場合、ライダーまたはチームはＦＩＭスーパーバイクテクニカルディレクターに

対しスペアフレームの使用を申請する事が出来る。 

 

プレアッセンブル・スペアフレームはＦＩＭスーパーバイクテクしかるディレク

ターに提示し、車両を組み上げるための許可を取らなければならない。 

プレアッセンブル・スペアフレームは下記に限定される。 

・ メインフレーム 

・ ベアリング（ステアリングパイプ、スイングアーム等） 

・ スイングアーム 

・ リアサスペンションリンケージ及びショックアブソーバー 

・ アッパー及びロワ―トリプルクランプ 

・ ワイヤリングハーネス 

 

スペアフレームは、ＦＩＭスーパーバイクテクニカルディレクターの許可をもら

う前にライダーまたはチームがピットボックス内に置くことは禁止される。 

 

補修が完成した車両は、車検員によって走行前に安全確認が行われ、車両のフレ

ームに新たなシールが貼付される。 

 

手順に関する完全な説明は事項 2.5.10 を参照のこと。 

 

2.6.10.1 フレームボディー及びリアサブフレーム 

a) フレームは、本来マニュファクチュラーが認証マシン用に製作した状態に維持 

  されなくてはならない。 
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b) 承認された構成部品（フェアリングブラケット、ステアリングダンパーマウン 

 ト、センサー等）を取り付けるためのフレームにドリルで穴をあけることが認 

 められる。 

c) フレームボディーの両側は、コンポジット材質でできた保護パーツで覆うこと 

 ができる。このプロテクターは、フレームのフォルムに適合していなくてはなら 

 ない。 

  d) フレームボディーには、これ以外のものを一切追加したり、削除することは認

   められない。 

e) すべてのモーターサイクルには、フレームボディーに車両認識番号（シャシー・ 

  ナンバー）が表示される。 

f) エンジン・マウント・ブラケット、またはプレートは、本来マニュファクチュ

ラーが認証マシン用に製作した状態に維持されなくてはならない。 

g) フロントサブフレームは変更、交換する事が出来る。 

h) リアサブフレームは交換、変更することが出来るが、材質のタイプは公認時の

ものかそれ以上の重量のものでなければならない。 

i) シートブラケットを追加することができる。重要でない突出したブラケットは、

構造上またはアッセンブリ―の安全性損なわれない場合、削除することが出来

る。リアサブフレームに取りつけられているボルトオンアクセサリーは取り外

すことができる。 

j) ペイント図柄に制限はないが、フレームボディー、またはサブフレームを研磨

することは禁止される。 

 

2.6.10.2 フロントフォーク 

a) フォーク（支柱、ステム、ホイールスピンドル、アッパー及びロワークラウン 

 等）は、本来マニュファクチュラーが公認マシン用に製作した状態に維持され 

 なくてはならない。 

b) 上部と下部のフォーク・クランプ（三叉、フォーク・ブリッジ）は、本来マニ 

  ュファクチャラーが公認マシン用に製作した状態に維持されなくてはならない。 

 c) ステアリングステムピボット位置は、公認時の位置を維持しなければならない。

  （プロダクションバイクとして供給されたものと同じ）スタンダードバイクが

  インサートを装備する場合、オリジナルインサートの位置は変更することが出

  来るが、インサート自体の交換、改造は認められない。 

 d) ステアリングダンパーは追加またはアフターマーケットのダンパーに変更す   

  ることが出来る。 

 e) ステアリングダンパーは、ステアリングロックリミティングデバイスとして作

  動してはならない。 
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 f) メカニカルフォーク上のフォークキャップは、改造または外部調整のための交

  換が認められる。（これは公認エレクトロニックフォークセットのメカニカルフ

  ォークレッグを含まない） 

 g) ダストシールは、フォークが完全にオイルシールドされた状態の場合、改造、

  交換または取り外しが認められる。 

 h) メカニカルフォーク 

   オリジナルの公認時のフォークの内部パーツは改造又は変更する事が出来る。 

  アフターマーケットのダンパーキットまたはバルブが使用されても良い。フォ

  ークチューブ（支柱、フォークパイプ）のオリジナルの表面処理の変更が認め

  られる。追加の表面処理が認められる。 

 i) エレクトロニックフォーク 

 アフターマーケットまたはプロトタイプの電子制御式サスペンションの使用は 

 認められない。フロントフォークのスタンダードのオリジナル内部パーツは変 

 更、改造することができる。アフターマーケットまたはプロトタイプの電子制 

 御式サスペンションの使用は認められない。シム及びスプリングを除き、公認 

 時のモーターサイクルのプロダクションモデルにエレクトロニックサスペンシ 

 ョンが装備され、完全にスタンダード（如何なる機械的または電子的部分も公 

 認時の状態であること）である場合、使用が認められる。電気、電子的に停止 

 した大会でもオリジナルの電気的システムは適切に作動しなければならない。 

 電気、電子的に停止した大会でもオリジナルの電気的システムは適切に作動し 

 なければならない。 

j) 電子制御フォークの内部構造（全ての電子制御）をコンベンショナルダンピン 

 グシステムに交換することが認められ、その場合、メカニカルフォークと判断 

 される。 

   

2.6.10.3 リアフォーク（スイングアーム） 

a) リアフォークは、本来マニュファクチュラーが公認マシン用に製作した状態に 

  維持されなくてはならない。 

b) リアフォークピボットボルトは、本来マニュファクチュラーが公認マシン用に 

  製作した状態に維持されなくてはならない。 

  c) リアスイングアームピボット位置は、公認時の位置を維持していなければなら

  ない。（一般市販車として供給された通り）スタンダードバイクがインサートを

  装備する場合、オリジナルインサートの位置は変更することが出来るが、イン

  サート自体の交換、改造は認められない。 

d) ライダーの身体の一部がチェーンの下部とリヤホイール・スプロケットの間に 

  挟まれる可能性を減少する方法でチェーン･ガードが装着されなくてはならな 
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  い。 

 e) リアホイールスタンドブラケットを、溶接またはボルトによってリアフォーク

   に追加することができる。ブラケットの先端は丸められなくてはならない（半 

   径を大きくする）。固定のためのスクリューは凹んでいなくてはならない。オリ

   ジナルのリアブレーキキャリパーを維持するための固定システムまたは接点を

   リアスイングアームに追加することが認められる。 

 

2.6.10.4 リアサスペンションユニット 

a) リアサスペンション・ユニット（ショックアブソーバー）は変更、または改造 

  することができる。フレームとリアフォーク（スイングアーム）（またはリンケ 

  ージ）のオリジナルのアタッチメントは公認を受けた状態に維持されなくては 

  ならない。 

b) 全てのリアサスペンションリンケージパーツは、本来マニュファクチュラーが 

 公認マシン用に製作した状態に維持されなくてはならない。 

c) 取り外し可能なショックマウントトップは公認時のままとする。ナットは、ト 

 ップショックマウントに定められシムスペーサーがその後方に取り付けられる。 

d) メカニカルサスペンション 

 リアサスペンションユニット及びスプリングは変更することが出来る。 

e) 電子制御式サスペンション 

 アフターマーケットまたはプロトタイプの電子制御式サスペンションの使用は 

 認められない。フロントフォークのスタンダードのオリジナル内部パーツは変 

 更、改造することができる。アフターマーケットまたはプロトタイプの電子制 

 御式サスペンションの使用は認められない。シム及びスプリングを除き、公認 

 時のモーターサイクルのプロダクションモデルにエレクトロニックサスペンシ 

 ョンが装備され、完全にスタンダード（如何なる機械的または電子的部分も公 

 認時の状態であること）である場合、使用が認められる。スタンダードのシス 

 テムが高さ調整機能の無い場合、スタンダードのショックは、油圧パーツを改 

 造しない範囲でショック長を変更するためのショックの改造が認められる。電 

 気、電子的に停止した大会でもオリジナルの電気的システムは適切に作動しな 

 ければならない。 

  

2.6.10.5 ホイール 

a) ホイールは、マニュファクチュラーが公認マシン用に本来製作した状態に維持 

  される。 

b) リムのビードエリアにノンスリップコーティング/処理を施すことが出来る。 
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c) オリジナルのデザインにリヤホイール用のクッションドライブが含まれている 

  場合、これは公認マシン用に本来製作された状態に維持される。 

  d) ホイールアクスルは公認時の状態を維持していなければならないが、ホイール

  スペーサーは改造または交換することができる。 

  e) ホイールバランスウェイトは取り外し、変更及び追加することが出来る。 

 f) 如何なるバルブの使用も認められる。 

 

2.6.10.6 ブレーキ 

a) ブレーキディスクはアフターマーケットのものに変更する事が出来るが下記 

  の要件を満たしていなければならない。 

 ⅰ）ブレーキディスク及びキャリアは公認時のディスク及びキャリアと

   同じ材質でなければならない。 

 ⅱ）ブレーキディスクの外部及び内部直径は公認時のものより大きくて

   はならない。 

 ⅲ）ブレーキディスクの厚みを増加する事は認められるが、ディスクは

   公認時のブレーキキャリパーに改造なしで取り付けられることが出

   来なければならない。フローターの数は自由とする。 

 ⅳ）ホイールへのキャリアの固定は、公認時のものと同じでなければな

   らない。 

b) フロントとリヤのブレーキ・キャリパー及び全ての取り付け位置、取り付け具 

 （マウント、キャリアー、ハンガー）は、本来マニュファクチュラーが公認マシ 

  ン用に製作した状態に維持されなくてはならない。 

c) ハイドローリックフル―ドの熱を逃がすため、メタリックシムをキャリパー、 

  パッドとキャリパーの間に眼トリックシムを追加するか、及び／あるいはキャ 

  リパーと同一マニュファクチャラ―によるスチールピストンを軽合金ピストン 

  交換する事が認められる。 

d) リアブレーキキャリパーブラケット（サポート）のみ、スイングアームに取 

  り付けることができるが、ブラケット（サポート）は、公認時にキャリパーが 

  取り付けられている位置が維持されなければならない。これら部品の改造は、 

  スレッドをリアスイングアームのリヤキャリパーブラケットの位置に追加（溶 

  接、ドリルまたはヘリコイルを使用）することが認められる。 

e) スイングアームはこの理由から、リアブレーキキャリパーブラケットの位置を 

 溶接、ドリルまたはヘリコイルを使用して改造することが認められる。 

f) フロントとリアのマスターシリンダーは、マニュファクチュラーが公認マシン 

  用に本来製作した状態に維持される。フロント及びリアのブレーキ液リザーバ 

  ーは、アフターマーケットのものに変更できる。 
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  g) フロントとリヤの油圧ブレーキラインは変更することができる。 

 h) 両方のフロントブレーキキャリパー用フロントブレーキラインの分岐点は、ロ 

  ワーフォークブリッジ（下部三又）の上に設けられなくてはならない。 

 i) “クイック”（または“ドライ・ブレーキ”）・コネクターは許可される。 

 j) フロントとリヤのブレーキパッドは変更することができる。ブレーキパッド・

   ロッキングピンはクイックチェンジ・タイプと置換することができる。 

 k) 追加のエアースクープまたはダクトは許可されない。 

 l) アンチロックブレーキシステム（ＡＢＳ）は、公認車両時に一般公道用として

   搭載されている場合、使用することができる。しかし、それは完全なスタンダ

   ード状態でなければならない。（機械的、電子的パーツは公認時のものとし、ブ

   レーキディスク、マスターシリンダーは除く）ＡＢＳのソフトウェアのみ改造

   することができる。 

m) アンチロックブレーキシステム（ＡＢＳ）は切断する事が出来、そのＥＣＵは 

  取り外すことが出来る。ＡＢＳローターホイールは取り外し、改造、交換が認 

  められる。 

n) 車両には、他の車両との接触棟の場合にハンドルバー・ブレーキレバーが作動 

  しないようにブレーキレバープロテクションが装備されていなければならない。 

o) テクニカルディレクターは、安全目的を満たさないいかなるガードも拒否する

権限を有する。 

 

2..6.10.7 ハンドルバーとハンドコントロール 

a) ハンドルバーは交換することができる（ブレーキマスターシリンダーは含ま 

  ない）。 

b) ハンドルバーとハンドコントロールは位置を変更することができる。 

c) スロットルコントロールは、手で握っていないときに自動で戻るものでなけれ 

  ばならない。 

d) スロットルアッセンブリー及び関連ケーブルは改造または交換することがで 

  きるが、スロットルボディーとスロットルコントロールへの接続は公認時のモ 

   ーターサイクルト同じとする。ケーブルで作動するスロットル（グリップアッ

  センブリ―）は、ワイヤーグリップ/デマンドセンサーによって作動させる時の

  解放時及び閉鎖時のケーブルの両方を装備されていなければならない。 

e) クラッチ及びブレーキレバーは、アフターマーケットのコピー物と交換するこ 

  とができる。 

  f) スイッチは変更することが出来るが、エレクトリックスタータースイッチとエ

  ンジンストップスイッチは、ハンドルバー上に設置されていなくてはならない。 
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 g) モーターサイクルには、作動しているエンジンを停止させる有効なイグニッシ

  ョンキルスイッチまたはボタンがハンドルバー右側（グリップを握っている時

  に手が届く範囲に）に装備されていなければならない。 

    ボタンまたはスイッチは赤色とする。 

 

2.6 10.8 フットレスト／フットコントロール 

a) フットレスト／フットコントロールは位置を変更することができるが、ブラケ 

  ットはオリジナルのマウンティングポイントでフレームに設けられなくては 

  ならない。  

b) フットレストはリジッド・マウントされる、あるいはノーマル・ポジションに 

  戻すデバイスを持つフォールディング・タイプ（折り畳式）とする。 

  c) フットレストの先端は、半径が最低８ｍｍの固体球形になっているものとする

  （図ＡとＣを参照）。 

d) 折り畳み式ではないフットレストには、プラスチック、テフロン、あるいはそ 

  れと同等の材質でできたエンド（プラグ）が固定されるものとする（最低半径 

  ８ｍｍ）。プラグの表面はフットレストを可能な限り覆うデザインでなければな 

  らない。FIM スーパーバイクテクニカルディレクターは、安全上の理由から本  

 規則を満足しないプラグを拒否することができる 

 

2.6.10.9 燃料タンク 

a) 燃料タンクはマニュファクチャラ―が公認時に製作したオリジナルのものが 

   維持されなければならない。 

b) 全ての燃料タンクには、完全な耐火材質が充填されていなければならない。（オ 

   ープンセルメッシュ、例 Explosafe 等） 

 c) タンクブリーザーパイプのある燃料タンクには、適切な材質ででき、最低容量

    250cc のキャッチタンクに排出するノンリターン・バルブが装着されるもの

    とする。 

d) 燃料キャップは交換する事が出来る。燃料キャップが閉じている状態で漏れ防 

   止が施されていなければならない。更に、如何なる場合においても解放されな 

   いよう安全にロックできるものでなければならない。 

e) 燃料タンクの側面は複合素材でできたカバーで保護されなければならない。こ 

 のカバーは燃料タンクの形状に合ったものとする。 
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2.6.10.10 フェアリング／ボディワーク 

ａ） フェアリング、フロントマッドガード及びボディワークは、マニュファク

チャラーが公認マシン用に本来製作した外観に維持される。 

フェアリングとボディワークは、オリジナル・パーツの正確なコスメティッ

ク・デュプリケート（外観的複製）と置換することができる。材質は変更す

ることができる。カーボンファイバー、またはカーボン・コンポジット材質

の使用は許可されない。 

    ｂ） 全般的なサイズと寸法は、オリジナル・パーツと同じとし、一般公道用の

オリジナルの公認のものから+/-10mm の許容誤差が認められるが、デザ

イン及び公認フェアリングの特徴はそのままとする。フロントエリアの全

幅は最大+/-10mm とする。テクニカルディレクターの決定が最終のもの

とされる。 

    ｃ） ウインドスクリーンは、透明な材質でできたデュプリケート（複製）と交

換することができる。ウインドスクリーンの高さを高くすることは自由で

あるが、それはアッパーフォークブリッジから垂直方向に+/-15 ㎜を教養

誤差とする。スクリーンはオリジナルのプロフィールと同じものとする。

ダブルバブルまたはワイドタイプは禁止される。ウィンドスクリーンの上

部はライダーとのクリアランスを確保する為に 25mm 短くすることが出

来る。スクリーンのエッジは丸められていなければならない。 

    ｄ） 本来ストリームライニングを装備していない車両には、いかなる形状のス

トリームライニングも装着することができないが、（ｇ）に明記されたロワ

ーフェアリングデバイスは例外とする。このデバイスは、アクスルからア

クスルまで水平に引かれたラインより上にあってはならない。 

  e） オリジナルのコンビネーションインストルメント／フェアリングブラケット

    は交換することができる。他のすべてのフェアリングブラケットは変更、

    または交換することができる。 

ｆ） フェアリングとエアボックス間を通るオリジナルのエアダクトは、改造ま

たは交換されても良い。カーボンファイバー合成物やその他素材の使用は

禁止される。パーティクルグリルまたはワイヤーメッシュ等、エアダクト

開口部に取り付けられているオリジナルのものは取り外すことが出来る。 

ｇ） ロワーフェアリングは、エンジン破損時に、エンジンに使用されているオ

イルおよびエンジンクーラント総量の最低半分（最低６リットル）を維持

できる構造とする。フェアリング開口部の下端は、フェアリングの底より

最低 70mm 上に設けられなくてはならない。 

ｈ） ロワーフェアリングの後方を横切っている部分の上方エッジは、底部から

最低 70mm の高さがなければならない。この壁部分とフロアとの角度は 
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 90°とする。 

i）  開口部は、スポンサーロゴ・レタリングを表示するために部分的に閉じるこ

とが認められる。この改造にはワイヤーメッシュまたは穴開きのプレート

を使用しなければならない。材質は自由とするが全ての開口部の中心と円

の中心との長さと直径の長さは同じでなければならない。穴または穴開き

プレートの開口部比率は>60%とする。 

j）  ロワーフェアリングには、25mm の孔がフロント底部に設けられなくては

ならない。この孔は、ドライコンディションでは閉じられ、競技監督がウ

ェットレースコンディションだと宣言した場合にのみ開けることができる。 

k） フロントマッドガードは、オリジナルパーツのコスメティックデュプリケ

ーと（複製したもの）に交換することができ、また、タイヤとのクリアラ

ンスを確保するために上方への位置変更をすることも出来る。 

l） スイングアームに固定されたリアマッドガードは、改造又は変更することが

出来るがオリジナルのプロフィールは維持されていなければならない。 

m） 車両は、ラヂエタ―への空気の流れを良くするためにインナーダクトを装

備しても良いが、フロント、リヤ及びモーターサイクルのプロフィールが

変更されてはならない。 

 

2.610.11 シート 

a) シート、シートベース、および関連したボディワークは、マニュファクチュラ 

   ーが公認マシン用に本来製作したものと同じ外観のパーツと交換することが 

   できる。フロント、リア、およびプロフィールからの外観は、公認時の形状に 

   合致しなくてはならない。 

b) シート周辺のリアボディワークの上部は、ソロシートに改造することができる。 

   c) 公認時のシートロッキングシステムは（プレート、ピン、ラバー、パッド等）

    取り外すことが認められる。 

 

2.6.10.12 リアセーフティーライト 

全ての車両のリアシート後部には作動するレッドライトが装備されていなければ

ならない。このライトはウェットが宣言された時点でトラック上またはピットレ

ーンでの走行時に点灯されなければならない。 

全てのライトは下記に準拠していなければならない。 

a) 光の方向は、車両のセンターライン（レース進行方向）と並行とし、車両の中

心から最低左右15度の範囲の後方から明確に視認出来るものでなければなら

ない。 
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b) それはシートリアボディーワークの後端の車両の中心部に装備されていなけ

ればならない。取り付け位置またはリア・セーフティーライトの視認性に関す

る議論が生じる場合、ＦＩＭスーパーバイクテクニカルディレクターの決定が

最終のものとする。 

c) 出力・光度は約１０～１５Ｗ（白熱球）または 0.6～1.8Ｗ（LED）とする。 

d) 出力は継続的なものとし、トラック上にある時は常に点灯し、ピットリミッタ

ーが作動した時のピットレーン上では点滅させる。 

e) このライトはスイッチで点灯、消灯が出来るものとする。 

f) テクニカルディレクターは、この安全上の目的にそぐわない如何なるライトシ

ステムも拒否する権利を有する。 

 

2.6.10.13 ファスナー 

a) スタンダードのファスナーは、どの材質又はデザインのものと交換してもよい。 

   スタンダードファスナーの強度及びデザインが同等かそれ以上でなければな 

   らない。 

  b) セーフティーワイヤーを通すために、ファスナーにドリルで孔を開けることも

    できるが、重量削減を意図した改造は禁止される。 

  c) 異なった材質のインサート、ヘリコイルまたはタイムサーツ、を使用するスレ   

     ッドリペア 

 d) フェアリング／ボディワークのファスナーは、クイック・ディスコネクト・タ

    イプに変更できる。 

e) アルミニウム製のファスナーは、構造部ではない部分にのみ使用できる。 

 

2.6.11 下記のアイテムは認証モーターサイクルに装備されているものから変更、または

置換することができる 

a) どのタイプの潤滑油、ブレーキ液及びサスペンション液を使用することもでき 

  る。 

 b) ガスケット、ガスケット素材（シリンダーベースガスケットを除く） 

 c) インストルメント、インストルメントブラケット及び関連ケーブル 

d) ペイントされた外部の表面フィニッシュとデカール 

e) フェアリング、エキゾースト等オリジナルの部品以外とフレーム（またはエン 

  ジン）に連結するためのブラケットの材質は、チタニウムまたは強化繊維素材 

  であってはならない。 

f) フレーム、チェーン、フットレスト等の保護カバーは、公認車両モデルに取り 

  付けられているオリジナルのパーツを変更しない場合、強化繊維素材等その他 

  素材で製造されてもよい。 
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2.6.12 下記のアイテムは取り外すことができる 

a) エアボックス内またはエアボックス周囲にある（公害対策用）エミッションコ 

  ントロール装置（О2センサー、エアインジェクション装置） 

b) タコメーター 

  c) スピードメーター 

   d) チェーンガード。ただしリアフェンダーと一体化されていない場合。 

  e) リアサブフレームのボルトオンアクセサリー 

 

2.6.13 下記のアイテムは取り外されなければならない 

a) ヘッドランプ、リヤランプ及び方向指示器（フェアリングと一体式でない場合）。 

  開口部は適切な素材のものでカバーされなければならない。 

 b) バックミラー 

 c) ホーン 

 d) ライセンスプレートブラケット 

 e) ツールボックス 

 f) ヘルメットフック及び荷物用フック 

 g) パッセンジャー用フットレスト 

 h) パッセンジャーグラブレール 

i) セーフティーバー、センター及びサイドスタンドは取り外されなければならな 

  い。（固定ブラケットは維持される） 

 

2.6.14 下記のアイテムは変更されなくてはならない 

a) モーターサイクルには、作動中のエンジンを停止することのできるイグニッシ 

  ョンキルスイッチ、またはボタンがハンドルバーのいずれかの側に装備されて 

  いなくてはならない（ハンドグリップを握った状態で手が届く位置に）。 

b) すべてのドレーンプラグはワイヤーロックされる。外部のオイルフィルター・ 

  スクリューおよびボルトでオイル・キャビティに進入するものは、安全にワイ 

  ヤーロックされる。（例：クランクケース上等） 

c) すべてのモーターサイクルには、クローズドブリーザーシステムが設けられる 

  ものとする。オイルブリーザーラインはエアボックスに連結され、これに排出 

  するものとする。 

d) ブリーザー、またはオーバーフローパイプが装着される場合、これは現存する 

  排出口から排出する。オリジナルのクローズドシステムが維持され、外気への 

  直接排気は許可されない。 

 e) モーターサイクルには、オイルプレッシャーが降下した時に点灯する赤いライ

   トがインストルメントパネル上に装備されていなければならない。 
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FIM ロードレーススーパーバイク、スーパースポーツ世界選手

権、スーパーストックカップ 

 

    年   月  日に、研究所での検査のため、燃料サンプルは採取された。 

 

ゼッケン No. 

 

 

サンプル A 

ラベル No. 

 

 

シール No. 

 

 

 

ライダー： 

 

 

サンプル B 

ラベル No. 

 

 

シール No. 

 

 

モーターサイクル銘柄： 

 

チーム： 

上記燃料サンプルはレース終了後の車両からチェックエリアにて、６０分間の抗議時

間内に抽出されたものである。 

 

サンプル A は FIM/オクタゴン・モータースポーツが指定した研究所に検査のため提

出される。サンプル B は、FIM が二次的な検査機関での検査のための対策手段とし

て保管される。 

 

本用紙に記載されたチームの代表として、私、             は、燃料

容器のシール番号及び燃料容器のシリアル番号が管理され、明記された情報が正しい

ことをここに証明いたします。 

 

時間：     署名：        

 

チーム内の役職：        

  （チームオーナー、マネージャー、メカニック） 
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ヘルメットの装着テスト：１０項目 

 

１．頭の頂点を測定することによって正しいサイズのものを入手する。 

 

２．横の動きがないかどうかチェックする。 

 

３．ストラップをしっかりと締める 

 

４．頭を前に傾け、ヘルメットを後ろから引くようにしてこの方向から脱げないかどうか

確認する。 

 

５．後ろを振り返って、視界が正常に確保できるかどうか確認する。 

 

６．ヘルメットの中で正常に呼吸できるかどうか確認する。鼻や口が覆われていないよう

にする。 

 

７．首にスカーフを巻き、ヘルメットに空気が入らない状態にしてはならない。リテンシ

ョン・ストラップの下にスカーフを着用してはならない。 

 

８．グローブを着用した片手でバイザーが開けられるようにする。 

 

９．ヘルメットの後部が首を保護するものであるということを確認する。 

 

１０． 常に購入できるかぎり高いヘルメットを購入する。 
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